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１．上位計画、景観計画との位置づけ

那覇市景観施策体系図

  
那覇市の総合的なまちづくりの方向性
を示した基本計画となっており、まちづ
くりの方針については、主に「第５章 自 
然環境と都市機能が調和した住みつづけ
たいまち NAHA」の中で位置づけられて
いる。

 
 

基本理念 

なはで暮らし、働き、育てよう！
笑顔広がる元気なまち NAHA
～みんなでつなごう市民力～

 
 
 

  那覇市の景観施策 

 屋外広告物法 

 

 那覇市屋外広告物条例 
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 景観法 

 
 那覇市景観計画(H23.5 月策定)  

那覇市都市景観条例(H24.4 月施行)  

 
即す 
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都市景観形成地域 
・首里金城重点地区 
・龍潭通り重点地区 
・壺屋重点地区 

 

 
 
市の総合計画に基づき、都市整備に関す
る基本方針とまちづくりの具体的な方向
性を示した計画。 

第５次那覇市総合計画  那覇市都市計画マスタープラン 

 
 
・緑の基本計画 
・交通基本計画 
・地域防災計画 など 

その他各種部門別計画 

 

即す 適合・調和・整合
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２．市長が指定する禁止地域

那覇市屋外広告物条例第９条の規定に基づく市長が指定する禁止地域を次のように定め
ています。禁止地域においては非自家用広告の表示は禁止ですが、自家用広告物は30㎡ま
では許可を受ければ表示ができます。

項目 市長が指定する禁止地域
文化財保護
法関連

国指定 ●文化財保護法 昭和25年法律第214号 第27条第1項の規定に
より指定された重要文化財 建造物に限る。の敷地から50メー
トル以内の地域

県指定 ●沖縄県文化財保護条例 昭和47 年沖縄県条例第25号 第４条
第１項又は第27 条第１項の規定により指定された有形文化財
建造物に限る。又は民俗資料 建造物に限る。の敷地から50
メートル以内の地域

市指定 ●那覇市文化財保護条例 昭和48年那覇市条例第24号 第５条
第１項の規定により指定された建造物の敷地から50 メートル
以内の地域

道路、軌道関連 ●那覇市の区域内における高速自動車国道、一般国道、主要地
方道及び一般県道の全区間
●次に掲げる道路の区間の路端から両側300メートル以内
道路の種類 路線名 区間
高速自動車国
道

沖縄自動車道 那覇市首里崎山町の那覇
糸満線との交点から南風
原町字新川境まで

一般国道 332号 那覇市字鏡水（那覇空港）
から那覇市垣花町の国道
331号との交点まで

一般県道 那覇空港線 那覇市字鏡水の国道332号
との交点から那覇市字安
次嶺の国道331号との交点
まで

その他 ●国場川、安里川、久茂地川、潮渡川、安謝川の河川区域
●那覇空港の区域及び空港区域から展望できる地域で500メー
トル以内
●重要港湾の区域（那覇港、臨港道路、緑地）
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市長が指定する禁止地域

沖縄自動車道
国道 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 号
県道 ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ 号

国道 号・県道那覇空港線の区間の路端から両側 以内

国場川・安里川・久茂地川・潮渡川・安謝川

那覇港、臨港道路、緑地

※この図面情報は、あくまでも参考図です。 

正確な情報を必要とする場合には必ず都市計画課都市

デザイン室の窓口で確認するようお願いします。 

・
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３．その他

広告物Ｑ＆Ａ
　那覇市屋外広告物条例についてのQ＆Aについては那覇市都市計画課HPをご覧下さい。

　各広告物のデザインのポイントや事例写真を掲載しています。広告物の計画・整備を行
う際の参考にしてください。

・自家用広告物
　自己の店舗等の敷地において、店舗等の名称や営業内
　容を表示するために設置される屋外広告物

那覇市サインデザインマニュアル

・管理用広告物
　自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき
　表示し、又は設置する広告物等

・案内広告物
　道標、案内図板その他公共的目的をもった広告物等又
　は公衆の利便に供することを目的とする広告物等

Ｐ 管理地
○○不動産

用語解説

詳しくはこちらをご覧下さい
https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/tosi/dezain/okugai/index.html
（「那覇市屋外広告物」で検索）
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市街地案内

Bakery

Bakery

自己の敷地

明度 

色相 

彩度  

 

●色相  
赤、青、黄などの色味を指す。10の色名に分け、

それぞれ頭文字で表す（例：GY ＝グリーンイエロー
＝黄緑）。さらにそれぞれの色を数字で10段階に分
割し、数字と頭文字を組み合わせて表示する。 
●明度  
明るさ。1～10 の段階で表示し、数字が大きい 

ほど明るくなる（白に近づく）。  
●彩度  
あざやかさ。数字が大きいほどあざやかなので、 

色味が強い。白、灰色、黒（無彩色）には色味が 
ないので、彩度もない。  
 

【マンセル表色系のしくみ】

色相が 7.5YR、明度が
8、彩度が 2の色は、
このように表します。

7.5YR 8/  2 
色相  明度 彩度 

・マンセル値
色は、「色相」「明度」「彩度」の三つの属性に分ける
ことができます。これを数字やアルファベットの記号
で表示するのはマンセルシステムです。

色相
環  

R
YR

Y

GY

BG
GB

PB

P

RP

5R 7.5R2.5R 10R
5YR
7.5YR

2.5YR

10YR

5Y
7.5Y

2.5Y

10Y

5GY
7.5GY

2.5GY

10GY

5G
7.5G

2.5G

10G5BG7.5BG 2.5BG10BG

5B
7.5B

2.5B

10B

5PB
7.5PB

2.5PB

10PB

5P
7.5P

2.5P

10P

5RP
7.5RP

2.5RP

10RP
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　(登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。)の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　(登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　(登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　(登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　(屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　(廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　(登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　(講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　(業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　(標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　(帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　(登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　(沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　(監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　(報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　(手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　(告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　(委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。)の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　(登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　(登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　(登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　(屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　(廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　(登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　(講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　(業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　(標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　(帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　(登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　(沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　(監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　(報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　(手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　(告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　(委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　(登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　(屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　(廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　(登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　(講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　(業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　(標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　(帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　(登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　(沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　(監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　(報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　(手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　(告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　(委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　(登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　(屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　(廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　(登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　(講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　(業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　(標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　(帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　(登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　(沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　(監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　(報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　(手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　(告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　(委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　(標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　(帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　(登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　(沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　(監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　(報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　(手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　(告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　(委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　(監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　(報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　(手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　(告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　(委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　(手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　(告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　(委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　(手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　(告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　(委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　(過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　(施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　(県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　(禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　( 定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 ( 以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　( 市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　( 市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　( 広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　( 適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　( 違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　( 禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　(禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　( 許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　( 景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　(禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　(許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　(景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　( 広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　(禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　(許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　(景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　(広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　( 適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　(禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　(許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　(景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　(広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　(適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 ( 昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。) の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　(禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　(許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　(景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　(広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　(適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 (昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。)の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　( 経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　(禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　(許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　(景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　(広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　(適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 (昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。)の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。) も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　(経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　( 禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　( 許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　( 許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　( 継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　( 変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　

種類 区分 単位 金額
はり紙 1枚 5円
広告幕 1枚 540円
広告旗 1本 210円
立看板 1個 210円
気球広告 1個 1,240円
広告板(はり札及び
アーチを含む。)、
広告塔及びその他
の広告物等

0.5平方メートル未満 1 枚、1 個又
は 1基

140円
0.5 平方メートル以上 1.0 平方メー
トル未満

240円

1.0 平方メートル以上 2.0 平方メー
トル未満

460円

2.0 平方メートル以上 5.0 平方メー
トル未満

830円

5.0平方メートル以上 10.0平方メー
トル未満

1,560円

10.0 平方メートル以上 20.0 平方メ
ートル未満

3,000円

20.0 平方メートル以上 30.0 平方メ
ートル未満

5,290円

30.0 平方メートル以上 40.0 平方メ
ートル未満

7,580円

40.0 平方メートル以上 50.0 平方メ
ートル未満

10,820円

50.0平方メートル以上 50.0平方メー
ト ル を 10,820円
とし、50.0平方メー
トルを 1.0平方メー
トル増すごとに 3
30円を加算した額

電柱、街灯柱、架線
柱及び支電柱を利
用する広告

1枚又は 1基 240円

別表 ( 第 54 条関係 )
許可申請手数料

備考　広告板（はり札及びア－チを含む。）、広告塔及びその他の広告物等で、照明を伴うものにつ
　いては、この表の金額の欄に定める額に 10割を加算した額とする。



４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　(禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　(許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　(景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　(広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　(適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 (昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。)の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。)も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。)も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　(経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　(禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　(許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　(許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　(継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　(変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　( 管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　( 点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　( 除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　
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４．那覇市屋外広告物条例
　　　
目次
　第 1章　総則 ( 第 1条―第 8条 )
　第 2章　広告物の制限等 ( 第 9条―第 20条 )
　第 3章　管理、監督等 ( 第 21 条―第 35条 )
　第 4章　屋外広告業 ( 第 36 条―第 52条 )
　第 5章　雑則 ( 第 53 条―第 56条 )
　第 6章　罰則 ( 第 57 条―第 62条 )
　付則　
　　　第 1章　総則
　( 目的 )
第 1 条　この条例は、屋外広告物法 ( 昭和 24 年法律第　
　189 号。以下「法」という。) の規定に基づき、屋外広
　告物の表示及び掲出物件の設置並びにこれらの維持並
　びに屋外広告業について必要な規制又は誘導を行い、　
　もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、　
　又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
　(定義 )
第 2 条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
　義は、当該各号に定めるところによる。
　(1)　広告物　法第 2条第 1項の屋外広告物をいう。
　(2)　掲出物件　広告物を掲出する物件をいう。
　(3)　広告物等　広告物又は掲出物件をいう。
　(4)　屋外広告業　法第2条第2項の屋外広告業をいう。
　(5)　広告主　自己の氏名、名称、店名若しくは商標又
　　は自己の事業若しくは営業の内容を広告するため、　
　　広告物の表示若しくは掲出物件の設置 (以下「広告
　　物等の表示等」という。) を自ら行い、又は屋外広　
　　告業を営むその他の者に委託し、若しくは依頼して
　　行う者をいう。
　(6)　自家用広告物等　自己の氏名、名称、店名若しく
　　は商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示す
　　るため、自己の住所又は事業所、営業所、作業場若
　　しくはこれらの駐車場で一般の利用に供するものに
　　表示し、又は設置する広告物等をいう。
　(7)　案内広告物等　道標、案内図板その他公共的目的
　　をもった広告物等又は公衆の利便に供することを目
　　的とする広告物等をいう。
　(8)　はり札等　法第 7条第 4項のはり札等をいう。
　(9)　広告旗　法第 7条第 4項の広告旗をいう。
　(10)　立看板等　法第 7条第 4項の立看板等をいう。
　( 広告物等の在り方 )

第 3 条　広告物等は、良好な景観若しくは風致を害し、　
　又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなけ
　ればならない。
　(市の責務 )
第 4 条　市は、市民、事業者、広告主及び屋外広告業を
　営む者に対する適正な広告物等の表示等に関する啓発
　活動、那覇市景観計画 ( 景観法 ( 平成 16 年法律第 110
　号 ) 第 8 条第 1 項の規定により定める市の景観計画を
　いう。以下同じ。) に即した広告物等に関する施策そ　
　の他第 1 条の目的を達成するために必要な施策を行う
　ものとする。
　(市民及び事業者の責務 )
第 5 条　市民及び事業者は、前条の規定により市が実施
　する施策に協力するよう努めなければならない。
　(広告主及び屋外広告業を営む者の責務 )
第 6 条　広告主及び屋外広告業を営む者は、前条に定め
　るところによるほか、広告物等の表示等を行うに当たっ
　ては、この条例の規定及び那覇市景観計画を遵守し、　
　並びに良好な景観又は風致を維持し、及び公衆に対す
　る危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じなけ
　ればならない。
　(適用上の注意 )
第 7 条　この条例の適用に当たっては、国民の政治活動
　の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないよ
　うに留意しなければならない。
　(違反に対する勧告及び公表 )
第 8 条　市長は、広告物等がこの条例の規定に違反して
　表示され、又は設置されたことにより良好な景観若し
　くは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすおそ
　れがあると認めるときは、当該広告物等の広告主、管
　理者又は施工者に対し、第 6 条に規定する措置を講じ
　るよう勧告することができる。
2　市長は、前項の規定に基づき勧告を受けたものが正当
　な理由なく当該勧告に従わない場合は、勧告の内容並
　びに勧告を受けた者の氏名及び住所 ( 法人にあっては、
　その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )　
　を公表することができる。
3　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
　あらかじめ当該公表の対象となる者に対しその旨を通
　知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
　　　第 2章　広告物の制限等
　( 禁止地域等 )
第 9 条　次に掲げる地域又は場所 ( 以下「禁止地域等」　

　という。) においては、広告物等の表示等を行っては　
　ならない。
　(1)　都市計画法 ( 昭和 43 年法律第 100 号 ) 第 2 章の
　　規定により定められた第一種低層住居専用地域、第
　　二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
　　第二種中高層住居専用地域、市街化調整区域、景観
　　地区又は風致地区
　(2)　文化財保護法 ( 昭和 25 年法律第 214 号 ) 第 27 条
　　第 1 項の規定により指定された重要文化財 ( 建造物
　　に限る。) の敷地及びその周囲で市長が指定する範　
　　囲内にある地域並びに同法第 109 条第 1 項又は第　
　　110 条第 1 項の規定により指定され、又は仮指定さ
　　れた史跡、名勝又は天然記念物の地域
　(3)　沖縄県文化財保護条例 ( 昭和 47 年沖縄県条例第
　　25 号 ) 第 4 条第 1 項又は第 27 条第 1 項の規定によ
　　り指定された有形文化財 ( 建造物に限る。) 又は民　
　　俗資料 ( 建造物に限る。) の敷地及びその周囲で市　
　　長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第 32 条
　　第 1 項の規定により指定された史跡、名勝又は天然
　　記念物の地域
　(4)　那覇市文化財保護条例 ( 昭和 48 年那覇市条例第
　　24 号 ) 第 5 条第 1 項の規定により指定された建造物
　　及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並
　　びに同条例第 31 条第 1 項の規定により指定された史
　　跡、名勝又は天然記念物の地域
　(5)　道路又は軌道で、市長が指定する区間
　(6)　道路又は軌道に接続する地域で、市長が指定する
　　区域
　(7)　都市公園法 ( 昭和 31 年法律第 79 号 ) 第 2 条第 1
　　項の都市公園の区域
　(8)　河川、海浜、山岳及びこれらの付近の地域で、市
　　長が指定する区域
　(9)　港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、
　　市長が指定する区域
　(10)　官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、
　　美術館、体育館及び病院の敷地
　(11)　古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で、市長が
　　指定する区域
　(禁止物件 )
第 10 条　次に掲げる物件には、広告物等の表示等を行っ
　てはならない。
　(1)　橋りょう、歩道橋、トンネル、高架構造及び分離
　　帯

　(2)　石垣及び擁壁の類
　(3)　街路樹及び路傍樹
　(4)　信号機、道路標識及び歩道さく、こま止めの類並
　　びに里程標の類
　(5)　電柱、街灯柱その他電柱の類で市長が指定するも
　　の
　(6)　消火栓及び火災報知機
　(7)　郵便ポスト、電話ボックス及び公衆便所
　(8)　送電塔、送受信塔及び照明塔
　(9)　煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの
　　類
　(10)　銅像、神仏像及び記念碑の類
　(11)　景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景
　　観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指 
　　定された景観重要樹木
　(12)　前各号に掲げるもののほか市長が必要と認めて
　　指定する物件
　(許可 )
第 11 条　前 2 条及び第 16 条の規定により広告物等の表
　示等を行うことが禁止される場合を除き、広告物等の
　表示等を行おうとする者は、規則で定めるところによ
　り、市長の許可を受けなければならない。
⇒規則第2条
　(景観保全型広告整備地区 )
第 12 条　市長は、良好な景観を保全するため良好な広告
　物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、　
　景観保全型広告整備地区として指定することができる。
2　市長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとする
　ときは、当該景観保全型広告整備地区について、広告
　物等の表示等に関する基本方針 ( 以下「基本方針」と
　いう。) を定めるものとする。
3　基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物等の表示等に関する基本構想
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
4　市長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、
　遅滞なく、これを公表しなければならない。
5　景観保全型広告整備地区において、広告物等の表示等
　を行おうとする者は、当該景観保全型広告整備地区に
　係る基本方針に適合するように努めなければならない。
6　市長が景観保全型広告整備地区として指定した区域に
　おいて、規則で定める広告物等の表示等を行おうとす
　る者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に

　届け出なければならない。
⇒規則第5条第1項・規則第5条第2項
7　市長は、前項の届出があった場合において、当該景観
　保全型広告整備地区に係る基本方針の内容に照らして
　必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し
　て、必要な助言又は勧告をすることができる。
　(広告物協定地区 )
第 13 条　相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接
　する相当の区間にわたる土地 ( これらの土地のうち、　
　公共施設の用に供する土地その他市長が指定する土地
　を除く。) の所有者及び地上権又は賃借権を有する者　
　( 以下「土地所有者等」という。) は、一定の区域を定
　め当該区域の景観を形成するため、当該区域における
　広告物等に関する協定 ( 以下「広告物協定」という。)
　を締結した場合において、当該広告物協定が適当であ
　る旨の市長の認定を受けることができる。
⇒規則第6条第1項
2　広告物協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
　(1)　広告物協定の目的となる土地の区域 ( 以下「広告
　　物協定地区」という。)
　(2)　広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他
　　表示又は設置の方法に関する事項
　(3)　広告物協定の有効期間
　(4)　広告物協定に違反した場合の措置
　(5)　前各号に掲げるもののほか、広告物協定の実施に
　　関する事項
3　広告物協定に係る土地所有者等は、第 1 項の認定を受
　けた広告物協定を変更しようとする場合は、その全員
　の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなけ
　ればならない。
⇒規則第6条第１項
4　市長は、第 1 項又は前項の認定をしたときは、当該認
　定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対し、技
　術的助言、支援等を行うよう努めなければならない。
5　広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に
　係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第 1 項又は
　第 3 項の認定後、市長に対して書面でその意思を表示
　することによって、当該広告物協定に加わることがで
　きる。
6　第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定(以下「認
　定広告物協定」という。) に加わっていない者で当該
　広告物協定地区において広告物等の表示等を行おうと
　するものは、当該広告物協定の内容に配慮するよう努

　めるものとする。
7　市長は、認定広告物協定に係る広告物協定地区におい
　て広告物等の表示等を行い、又は行おうとする者に対
　し、当該広告物協定地区の景観を形成するために必要
　な指導又は助言をすることができる。
8　広告物協定に係る土地所有者等が、認定広告物協定を
　廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもって
　その旨を定め、市長の認定を受けなければならない。
⇒規則第6条第1項
　(適用除外等 ) 
第 14 条　次に掲げる広告物等については、第 9 条から前
　条までの規定は、適用しない。
　(1)　公職選挙法 ( 昭和 25 年法律第 100 号 ) その他法
　　令の規定により表示し、又は設置する広告物等
　(2)　国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示　
　　し、又は設置する広告物等
2　次に掲げる広告物等については、第 9 条及び第 11 条
　の規定は、適用しない。
　(1)　自家用広告物等で、規則で定める基準に適合する
　　もの
　⇒規則第5条第1項・規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又
　　は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置す
　　る広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(3)　冠婚葬祭又は祭礼等のため、一時的に表示し、又
　　は設置する広告物等
　(4)　講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷
　　地内に表示し、又は設置する広告物等
　(5)　軌道車両又は自動車に表示される広告物で、規則
　　で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(6)　道路運送車両法 ( 昭和 26 年法律第 185 号 ) に基
　　づく登録を受けた自動車で、その使用の本拠の位置
　　が本市の区域を除く沖縄県の区域に存するものに表
　　示される広告物であって、沖縄県屋外広告物条例 (昭
　　和 50 年沖縄県条例第 28 号。以下「沖縄県条例」と
　　いう。)の規定に従って表示されるもの
　(7)　人、動物、車両 ( 軌道車両及び自動車を除く。)　
　　又は船舶に表示される広告物
　(8)　地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定め
　　るところにより表示する広告物
　(9)　工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示

　　される広告物で、工事期間中に限り表示され、かつ、
　　周囲の景観に調和し、宣伝の用に供さないもの
3　次に掲げる広告物等については、第 10 条の規定は、
　　適用しない。
　(1)　第 10 条第 8 号又は第 9 号に掲げる物件に、その
　　所有者又は管理者が、自己の氏名、名称、店名若し
　　くは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示
　　する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
　⇒規則第7条
　(2)　前号に掲げるもののほか、第 10 条に掲げる物件
　　に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき
　　表示する広告物
　(3)　前 2号に掲げる掲出物件
4　政治資金規正法 ( 昭和 23 年法律第 194 号 ) 第 6 条第
　1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表示
　し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立看
　板等で、規則で定める基準に適合するものについては、
　第 11条の規定は、適用しない。
⇒規則第7条
5　自家用広告物等で、第 2 項第 1 号に掲げるもの以外の
　ものについては、規則で定めるところにより、市長の
　許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第 9
　条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
6　軌道車両に表示される広告物で、第 2 項第 5 号に規定
　するもの以外のものについては、規則で定めるところ
　により、市長の許可を受けて表示する場合に限り、第
　9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
7　案内広告物等については、規則で定めるところにより、
　市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、
　第 9条の規定は、適用しない。
⇒規則第2条
8　公益上必要な施設又は物件で規則で定めるものに表示
　し、又は設置する広告物等であって、その広告物等の
　表示等に係る収入の全てを当該施設又は物件の設置又
　は管理に要する費用の全部又は一部に充てるものにつ
　いては、規則で定めるところにより市長の許可を受け
　て表示し、又は設置する場合に限り、第 9 条及び第 10
　条(第4号、第5号及び第7号から第10号までに限る。)
　の規定は、適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の2
9　法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物等で

　あって、その広告物等の表示等に係る収入の全てを地
　域における公共的な取組で規則で定めるものに要する
　費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で
　定めるところにより市長の許可を受けて表示し、又は
　設置する場合に限り、第 9 条及び第 10 条 ( 第 2 号、第
　5 号及び第 8 号から第 10 号までに限る。) の規定は、
　適用しない。
⇒規則第2条・規則第7条の3
10　公益上必要な施設又は物件で、市長が指定するもの
　に、　規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示す
　る場合においては、第 9 条から第 11 条までの規定は、
　適用しない。
⇒規則第7条
11　第2項第4号の広告物等の表示等を行うとする者は、
　あらかじめ、規則で定めるところにより市長に届け出
　なければならない。当該広告物等を変更し、又は改造
　しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は改造
　をしようとするときを除く。)も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
12　国又は地方公共団体は、第 1 項第 2 号に規定する広
　告物等について、広告物等の表示等を行おうとすると
　きは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長
　に届け出るものとする。当該広告物等を変更し、又は
　改造しようとするとき ( 規則で定める軽微な変更又は
　改造をしようとするときを除く。)も、同様とする。
⇒規則第4条第2項・規則第8条第1項・規則第9条
　(経過措置 )
第 15 条　第 9 条から第 11 条までの規定により新たに広
　告物等の表示等を禁止され、又は当該表示等につき許
　可を要することとされた地域若しくは場所又は物件に、
　現に適法に表示され、若しくは設置されている広告物
　等がある場合には、当該広告物等の表示等が禁止され
　るものとされ、又は許可を要するものとされた日から
　起算して 3 年間 ( この条例の規定による許可を受けて
　いたものにあっては、当該許可の期間 ) は、第 9 条か
　ら第 11 条までの規定は、適用しない。その期間内に
　当該広告物等について、この条例の規定による許可の
　申請があった場合においてその期間が経過したときは、
　その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
2　第 12 条又は第 13 条の規定による認定があった際、　
　当該指定又は認定により新たに景観保全型広告整備地
　区又は広告物協定地区となった区域に現に適法に表示
　され、又は設置されている広告物等については、当該

　指定又は認定の日から 3 年間 ( この条例の規定による
　許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間 )は、
　なお従前の例による。ただし、その期間内に当該広告
　物等を変更し、又は改造しようとするとき ( 規則で定
　める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)
　は、この限りでない。
⇒規則第9条
　(禁止広告物 )
第 16 条　次に掲げる広告物等を表示し、又は設置しては
　ならない。
　(1)　著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剝離したも
　　の
　(2)　著しく破損し、又は老朽したもの
　(3)　倒壊又は落下のおそれがあるもの
　(4)　信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効
　　用を妨げるようなもの
　(5)　道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
　(6)　規則で定める塗料等を使用するもの
⇒規則第10条
　(許可の基準 )
第 17 条　この条例の規定による広告物等の表示等の許可
　の基準は、規則で定める。
⇒規則第11条
2　市長は、広告物等の表示等が前項の基準に適合しない
　場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、　
　許可をすることができる。
　(許可の期間及び条件 )
第 18 条　この条例の規定による許可をする場合において
　は、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、　
　若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止
　するため必要な条件を付することができる。
2　前項の許可の期間は、広告物等の種類に応じ、3 年を
　超えない範囲内で、規則で定める。
⇒規則第12条
　(継続の許可 )
第 19 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可の期間満了後、更に継続して広告物等の表示等を
　行おうとするときは、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第13条
　(変更等の許可 )
第 20 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする

　とき ( 規則で定める軽微な変更又は改造をしようとす
　るときを除く。) は、規則で定めるところにより、市
　長の許可を受けなければならない。
⇒規則第9条・規則第14条
　　　第 3章　管理、監督等
　( 許可等の表示 )
第 21 条　この条例の規定による許可を受けた者は、当該
　許可に係る広告物等に、規則で定める許可証を貼付し
　ておかなければならない。ただし、規則で定める許可
　の押印を受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 1項・第2項
2　前項の許可証又は許可の押印は、許可の期間を明示し
　たものでなければならない。
3　第 12 条第 6 項又は第 14 条第 11 項若しくは第 12 項
　の規定による届出をした者は、当該届出に係る広告物
　等に、規則で定める届出済標識を貼付しておかなけれ
　ばならない。ただし、規則で定める届出済印の押印を
　受けたものについては、この限りでない。
⇒規則第15条第 3項・規則第15条第 4項
　(管理義務 )
第 22 条　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを
　管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、　
　これらに関し補修その他必要な管理を怠らないように
　し、良好な状態に保持しなければならない。
　(点検義務 )
第 22 条の 2　広告物等の所有者又は占有者は、次項の規
　定による場合を除くほか、その所有し、又は占用する
　広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷
　の状況について点検をしなければならない。
2　広告物等の所有者又は占有者は、その所有し、又は占
　用する広告物等 ( 規則で定める広告物等を除く。) に　
　ついては、次の各号のいずれかに該当する者に前項の
　点検をさせなければならない。
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者とし
　　て規則で定める者
⇒規則第15条の 2第 1項・規則第15条第 2項
　(除却義務等 )
第 23 条　広告物等の表示等を行う者は、次の各号のい
　ずれかに該当するときは、10 日以内に広告物等を除却
　しなければならない。
　(1)　この条例の規定による許可の期間が満了したと　
　　き。

　(2)　第 15 条に規定する期間が経過したとき。
　(3)　次条の規定により許可が取り消されたとき。
　(4)　広告物等の表示等が必要でなくなったとき。
2　この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した
　者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第16条第 1項
　( 許可の取消し )
第 24 条　市長は、この条例の規定による許可を受けた者
　が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り
　消すことができる。
　(1)　第 18 条第 1 項の規定による許可の条件に違反し
　　たとき。　
　(2)　第 20 条の規定に違反したとき。
　(3)　次条第 1 項の規定による市長の命令に違反したと
　　き。
　(4)　虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けた
　　とき。
　( 違反に対する措置 )
第 25 条　市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に
　基づく許可に付した条件に違反した広告物等について
　は、当該広告物等の広告主、管理者又は施工者に対し、
　当該広告物の表示若しくは設置の停止を命じ、又は 5
　日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観
　を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
　危害を防止するために必要な措置を命ずることができ
　る。
2　市長は、法第 7 条第 2 項の規定により掲出物件を除却
　する場合においては、5 日以上の期限を定めて、その
　期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除
　却しないときは、市長又はその職員若しくは委任した
　者が除却する旨を公告しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示事項 )
第 26 条　法第 8 条第 2 項の条例で定める事項は、次に掲
　げるものとする。
　(1)　保管した広告物等の名称又は種類及び数量
　(2)　保管した広告物等の放置されていた場所及びその
　　広告物等を除却した日時
　(3)　保管した広告物等の保管を始めた日時及び保管の
　　場所
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、保管した広告物等を
　　返還するため必要と認められる事項
　( 広告物等を保管した場合の公示の方法 )

第 27 条　法第 8 条第 2 項の規定による公示は、次に掲げ
　る方法により行わなければならない。
　(1)　前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起
　　算して 14 日間 ( 法第 8 条第 3 項第 1 号の広告物につ
　　いては、2日間 )、規則で定める場所に掲示すること。
　⇒規則第17条第 1項
　(2)　法第 8 条第 3 項第 2 号に規定する広告物等につい
　　ては、前号の公示の期間が満了しても、なおその広
　　告物等の所有者、占有者その他当該広告物等につい
　　て権原を有する者 ( 第 31 条において「所有者等」と
　　いう。)の氏名及び住所を知ることができないときは、
　　その公示の要旨を那覇市公報に登載すること。
2　市長は、前項に規定する方法による公示を行うととも
　に、規則で定める保管物件一覧簿を規則で定める場所
　に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させな
　ければならない。
　⇒規則第17条第 2項・3項
　( 広告物等の価額の評価の方法 )
第 28 条　法第 8 条第 3 項の規定による広告物等の価額の
　評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、　
　損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する
　事情を勘案してするものとする。この場合において、　
　市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額
　の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと
　ができる。
　( 保管した広告物等を売却する場合の手続 )
第 29 条　市長は、法第 8条第 3 項の規定による保管した
　広告物等について、規則で定める方法により売却する
　ものとする。
⇒規則第18条
　( 公示の日から売却可能となるまでの期間 )
第 30 条　法第 8 条第 3 項各号の条例で定める期間は、次
　の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定
　めるとおりとする。
　(1)　法第 7 条第 4 項の規定により除却された広告物　
　　2日
　(2)　特に貴重な広告物等　3月
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外の広告物等　2週間
　( 広告物等を返還する場合の手続 )
第 31 条　市長は、保管した広告物等 ( 法第 8 条第 3 項の
　規定により売却した代金を含む。) を当該広告物等の
　所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏
　名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方

　法によってその者がその広告物等の返還を受けるべき
　所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める
　受領書と引換えに返還するものとする。
⇒規則第19条
　( 立入検査等 )
第 32 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　広告物等の表示等を行う者若しくはこれらを管理する
　者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員
　に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、　
　広告物等を検査させることができる。
2　前項の規定により立入検査する職員は、規則で定める
　身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、　
　これを提示しなければならない。
⇒規則第20条
3　第 1 項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
　めに認められたものと解してはならない。
　( 処分、手続等の効力の承継 )
第 33 条　広告物等の表示等を行う者又はこれらを管理す
　る者について変更があった場合においては、この条例
　又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者が
　した手続その他の行為は、新たにこれらの者となった
　者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してし
　た処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となっ
　た者に対してしたものとみなす。
　( 管理者の設置 )
第 34 条　この条例の規定による許可に係る広告物等の表
　示等を行う者は、これらを管理する者を置かなければ
　ならない。ただし、規則で定める広告物等については、
　この限りでない。
⇒規則第21条第 1項
2　規則で定める広告物等については、前項の管理する者
　は、建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1 項
　の建築士、法第 10 条第 2 項第 3 号イの試験に合格した
　者その他規則で定める資格を有する者でなければなら
　ない。
⇒規則第21条第 2項・3項
　( 管理者等の届出 )
第 35 条　広告物等の表示等を行う者は、前条第 1 項の管
　理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めると
　ころにより、その旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 1号
2　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者に変更があったときは、

　新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定
　めるところにより、その旨を市長に届け出なければな
　らない。
⇒規則第22条第 2号
3　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者は、これらが滅失した
　ときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その
　旨を市長に届け出なければならない。
⇒規則第22条第 3号
4　この条例の規定による許可に係る広告物等の表示等を
　行う者又はこれらを管理する者がその氏名若しくは名
　称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定め
　るところにより、その旨を市長に届け出なければなら
　ない。
⇒規則第22条第 4号
　　　第 4章　屋外広告業
　( 屋外広告業の登録 )
第 36 条　屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を
　受けなければならない。
2　前項の登録の有効期間は、5年とする。
3　前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もう
　とする者は、更新の登録を受けなければならない。　
⇒規則第23条
4　前項の更新の登録の申請があった場合において、第 2
　項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分
　がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間
　の満了後も当該処分がなされるまでの間は、なお効力
　を有する。
5　前項の場合において、更新の登録がなされたときは、
　当該登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了
　の日の翌日から起算するものとする。
　( 登録の申請 )
第 37 条　前条第 1項又は第 3項の規定により登録を受け
　ようとする者 ( 以下「登録申請者」という。) は、次
　に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しな
　ければならない。
⇒規則第24条
　(1)　商号、氏名及び住所 ( 法人にあっては、名称、代
　　表者の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 1号・2号
　(2)　本市の区域内において営業を行う営業所の名称及
　　び所在地
　⇒規則第26条第 3号

　(3)　法人にあっては、その役員 ( 業務を執行する社員、
　　取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下
　　同じ。) の氏名
　⇒規則第26条第 4号
　(4)　未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び
　　住所 ( 法定代理人が法人である場合にあっては、そ
　　の名称、役員の氏名及び主たる事務所の所在地 )
　⇒規則第26条第 5号
　(5)　第 45 条の業務主任者の氏名及び所属する営業所
　　の名称
　⇒規則第26条第 6号
2　前項の登録申請書には、登録申請者が第 39 条第 1 項
　各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する
　書面その他規則で定める書類を添付しなければならな
　い。
⇒規則第25条第 1項・2項
　( 登録の実施 )
第 38 条　市長は、前条の規定による書類の提出があった
　ときは、次条第 1 項の規定により登録を拒否する場合
　を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を規則で定め
　る屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
⇒規則第27条第 1項
　(1)　前条第 1項各号に掲げる事項
　(2)　登録年月日及び登録番号
2　市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞な
　く、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
⇒規則第27条第 3項
　( 登録の拒否 )
第 39 条　市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該
　当するとき、又は第 37 条の登録申請書若しくはその添
　付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
　若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その
　登録を拒否しなければならない。
⇒規則第25条第 2項第1号
　(1)　第 49 条第 1 項の規定により登録を取り消され、　
　　その処分のあった日から 2年を経過しない者
　(2)　屋外広告業者 ( 第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録
　　を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)　
　　で法人であるものが第 49 条第 1 項の規定により登録
　　を取り消された場合において、その処分のあった日
　　前 30 日以内にその屋外広告業者の役員であった者で
　　その処分のあった日から 2年を経過しないもの
　(3)　第 49 条第 1 項の規定により営業の停止を命ぜら

　　れ、その停止の期間が経過しない者
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の
　　刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け
　　ることがなくなった日から 2年を経過しない者
　(5)　屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない
　　未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該
　　当するもの
　(6)　法人でその役員のうちに第 1 号から第 4 号までの
　　いずれかに該当する者があるもの
　(7)　第 45 条の業務主任者を選任していない者
2　市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅
　滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知し
　なければならない。
　( 登録事項の変更の届出 )
第 40 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項各号に掲げる
　事項に変更があったときは、当該変更の日から 30 日以
　内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届
　け出なければならない。
⇒規則第26条第 1項
2　市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当
　該届出に係る事項が前条第 1 項第 5 号から第 7 号まで
　のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項
　を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
3　第 37 条第 2 項の規定は、第 1 項の規定による届出に
　ついて準用する。
　( 屋外広告業者登録簿の閲覧 )
第 41 条　市長は、屋外広告業者登録簿を、規則で定める
　閲覧場所において一般の閲覧に供しなければならない。
⇒規則第27条第 2項
　( 廃業等の届出 )
第 42 条　屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する
　こととなった場合においては、当該各号に定める者は、
　その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)
　から 30 日以内に、規則で定めるところにより、その旨
　を市長に届け出なければならない。
⇒規則第28条
　(1)　死亡した場合　その相続人
　(2)　法人が合併により消滅した場合　その法人を代表
　　する役員であった者
　(3)　法人が破産により解散した場合　その破産管財人
　(4)　法人が合併及び破産以外の理由により解散した場
　　合その清算人

　(5)　本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合
　　屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であっ
　　た法人を代表する役員
2　屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至っ
　たときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
　( 登録の抹消 )
第 43 条　市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失っ
　たとき、又は第 49 条第 1 項の規定により屋外広告業者
　の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から
　当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
　( 講習会 )
第 44 条　市長は、規則で定めるところにより、広告物等
　の表示等に関し必要な知識を修得させることを目的と
　する講習会を開催しなければならない。
⇒規則第21条第 3項第1号・規則第29条第 1項
2　市長は、講習会の運営に関する事務を他の者に委託す
　ることができる。
3　前 2 項に定めるもののほか、講習会に関し必要な事項
　は、規則で定める。
　( 業務主任者の設置 )
第 45 条　屋外広告業者は、第 37 条第 1 項第 2 号の営業
　所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任
　し、次項に定める業務を行わせなければならない。
⇒規則第25条第 2項第2号
　(1)　法第 10条第 2項第 3号イの試験に合格した者
　(2)　前条第 1項の講習会の課程を修了した者
　(3)　都道府県又は地方自治法 (昭和22年法律第67号 )
　　第 252 条の 19 第 1項の指定都市若しくは同法第 252
　　条の 22 第 1 項の本市以外の中核市の行う講習会の課
　　程を修了した者
　⇒規則第21条第 3項第2号
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　あって、広告美術仕上げに係るもの
　⇒規則第21条第 3項第2号・第3号
　(5)　市長が、規則で定めるところにより、前各号に掲
　　げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
　⇒規則第21条第 3項第2号・規則第32条 1項
2　業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを
　行うものとする。
　(1)　この条例その他広告物等の表示等に関する法令の
　　規定の遵守に関すること。

　(2)　広告物等の表示等に関する工事の適正な施工その
　　他広告物等の表示等に係る安全の確保に関すること。
　(3)　第 47 条の帳簿のうち、規則で定める事項の記載
　　に関すること。
　(4)　前 3 号に掲げるもののほか、広告物等の表示等に
　　関する業務の適正な実施の確保に関すること。
　( 標識の掲示 )
第 46 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに、公衆の見やすい
　場所に、商号、氏名 ( 法人にあっては、名称 ) その他　
　規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなら
　ない。
⇒規則第33条第 1項・第2項
　( 帳簿の備付け等 )
第 47 条　屋外広告業者は、規則で定めるところにより、
　第 37 条第 1 項第 2 号の営業所ごとに帳簿を備え、その
　営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これ
　を保存しなければならない。
⇒規則第34条第 1項・第2項
　( 屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告 )
第 48 条　市長は、本市の区域内において屋外広告業を営
　む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維
　持し、又は公衆に対する危害を防　止するために必要
　な指導、助言及び勧告を行うことができる。
　( 登録の取消し等 )
第 49 条　市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに
　該当するときは、その登録を取り消し、又は 6 月以内
　の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を
　命ずることができる。
　(1)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けたとき。
　(2)　第 39 条第 1 項第 2 号又は第 4 号から第 7 号まで
　　のいずれかに該当することとなったとき。
　(3)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をしたとき。
　(4)　この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の
　　条例又はこれに基づく処分に違反したとき。
2　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
　( 沖縄県知事の登録を受けた者に関する特例 )
第 50 条　第36条から第41条まで、第43条及び第49条
　の規定は、沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録
　を受けている者には、適用しない。

2　前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業
　を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第
　36 条第 1 項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこ
　の条例の規定を適用する。
⇒規則第33条 3項
3　第 1 項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を
　営もうとするときは、規則で定めるところにより、そ
　の旨を市長に届け出なければならない。その届出に係
　る事項について変更があったときも同様とする。
⇒規則第35条第 1項・規則第36条第 1項
4　屋外広告業者が沖縄県条例の規定による屋外広告業の
　登録を受けたときは、その者に係る第 36 条第 1 項又は
　第 3項の登録は、その効力を失う。
5　市長は、第 1 項に規定する者であって本市の区域内
で　屋外広告業を営むものが、前条第 1 項第 2 号から第
4　号までのいずれかに該当するときは、その者に対し、
6　月以内の期間を定めてその営業の全部又は一部の停止
　を命ずることができる。
6　第 39 条第 2 項の規定は、前項の規定による処分をし
　た場合について準用する。
7　市長は、第3項の規定による届出(廃止の届出を除く。)
　があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を特
　例屋外広告業者届出簿に記載し、規則で定める閲覧場
　所において一般の閲覧に供しなければならない。　　
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
⇒規則第37条第 1項・第2項
8　市長は、特例屋外広告業者届出簿に記載されている者
　について、第 42 条第 1 項の規定による届出があったと
　き又は沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録がそ
　の効力を失い、若しくは取り消されたときは、その者
　に係る記載を抹消しなければならない。
　( 監督処分簿の備付け等 )
第 51 条　市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これ
　を規則で定める閲覧場所において一般の閲覧に供しな
　ければならない。
⇒規則第38条第 1項・第2項
2　市長は、第 49 条第 1 項又は前条第 5 項の規定による
　処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、
　当該処分を行った年月日、当該処分の内容その他規則
　で定める事項を登載しなければならない。
⇒規則第38条第 3項
　( 報告及び検査 )

第 52 条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
　屋外広告業者から報告若しくは資料の提出を求め、又
　はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立
　ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しく
　は関係者に質問させることができる。
2　第 32 条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ
　る立入検査について準用する。
⇒規則第20条
　　　第 5章　雑則
　( 審議会への諮問 )
第 53 条　市長は、次に掲げる場合においては、那覇市都
　市景観条例 ( 平成 23 年那覇市条例第 39 号 ) 第 5 条第
　1 項の那覇市都市景観審議会の意見を聴かなければな
　らない。
　(1)　第 9 条、第 10 条及び第 12 条の規定による指定を
　　し、又はこれらを変更しようとするとき。
　(2)　第 13 条第 1 項、第 3 項又は第 8 項の認定をしよ
　　うとするとき。
　(3)　第 14 条第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 5 号、同条
　　第 3項第 1号並びに第 17 条第 1項に規定する基準並
　　びに第 12 条第 2 項に規定する基本方針を定め、又は
　　これらを変更しようとするとき。
　(4)　第 17 条第 2 項の規定による許可をしようとする
　　とき。
　( 手数料 )
第 54 条　この条例の規定による許可を受けようとする者
　は、許可の申請の際、別表に定める額の手数料を納付
　しなければならない。ただし、政治資金規正法第 6 条
　第 1 項の届出を行った政治団体が政治活動のために表
　示し、又は設置するはり紙、はり札等、広告旗又は立
　看板等に係るこの条例の規定による許可を受けようと
　するときは、この限りでない。
2　第 36 条第 1 項又は第 3 項の登録を受けようとする者
　は、登録の申請の際、申請 1 件につき 1 万円の登録手
　数料を納付しなければならない。
3　第44条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、
　受講の申込みの際、講習手数料 2,000 円を納付しなけ
　ればならない。
4　既に納めた手数料は、還付しない。ただし、市長が特
　別の理由があると認めるときは、この限りでない。
　( 告示 )
第 55 条　市長は、第 9条第 1項第 5号、第 6号、第 8号、
　第9号及び第11号、第10条第1項第5号及び第12号、

　第 12 条第 1 項並びに第 13 条第 1 項の規定による指定
　をし、又はこれらを変更したとき並びに第 13 条の規定
　による認定をしたときは、その旨を告示しなければな
　らない。
　( 委任 )
第 56 条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定
　める。
　　　第 6章　罰則
　( 刑罰 )
第 57 条　次の各号のいずれかに該当する者は、50 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 25 条第 1 項の規定による市長の命令に違反し
　　た者
　(2)　第 36 条第 1 項又は第 3 項の規定に違反して登録
　　を受けないで屋外広告業を営んだ者
　(3)　不正の手段により第 36 条第 1 項又は第 3 項の登
　　録を受けた者
　(4)　第 49 条第 1 項又は第 50 条第 5 項の規定による営
　　業の停止の命令に違反した者
第 58 条　次の各号のいずれかに該当する者は、30 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 9 条又は第 10 条の規定に違反して広告物等の
　　表示等を行った者
　(2)　第 11 条又は第 19 条の規定に違反して許可を受け
　　ないで広告物等の表示等を行った者
　(3)　第 20 条第 1 項の規定に違反して広告物等を変更
　　し、又は改造した者
　(4)　第 23 条第 1 項の規定に違反して広告物等を除却
　　しなかった者
　(5)　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚
　　偽の届出をした者
　(6)　第 45 条第 1 項の規定に違反して業務主任者を選
　　任しなかった者
第 59 条　次の各号のいずれかに該当する者は、20 万円
　以下の罰金に処する。
　(1)　第 32 条第 1 項の規定による報告若しくは資料の
　　提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚
　　偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避した者
　(2)　第 52 条第 1 項の規定による報告をせず、若しく
　　は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒
　　み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
　　をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第 60 条　第 21 条第 1 項の規定に違反して許可証を貼付
　しなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
　( 両罰規定 )
第 61 条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
　用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
　て第 57 条から前条までの違反行為をしたときは、行為
　者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の
　罰金刑を科する。
　( 過料 )
第 62 条　次の各号のいずれかに該当する者は、5 万円以
　下の過料に処する。
　(1)　第 23 条第 2項の規定による届出を怠った者
　(2)　第 35 条の規定による届出を怠った者
　(3)　第 42 条第 1 項又は第 50 条第 3 項の規定による届
　　出を怠った者
　(4)　第 46 条の規定による標識を掲げない者
　(5)　第 47 条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿
　　に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を
　　保存しなかった者
　　　
　　　付　則
　( 施行期日 )
1　この条例は、平成 25年 4月 1日から施行する。
　( 既存の広告物等の特例 )
2　この条例の施行の際、現に沖縄県条例の規定により許
　可を受け、又は適法に表示されている広告物等で、こ
　の条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則で
　定める基準に適合しなくなるものについては、平成 28
　年 3 月 31 日までを限度とし、当該広告物等の表示等を
　行うことができる。
3　前項の規定により表示又は設置を行うことができる広
　告物等で、沖縄県条例の規定により許可を受けていた
　ものにあっては、当該許可を受けた期間が満了する場
　合において、市長が第 19 条第 1 項の継続の許可をした
　ときに限り、前項の規定を適用する。この場合におい
　ては、第 9 条、第 10 条及び第 17 条第 1 項の規定は適
　用しないものとする。
　( 県条例の規定によりなされた行為の特例 )
4　この条例の施行日前に、沖縄県条例の規定により沖縄
　県知事が行った許可、処分その他の行為又は沖縄県知
　事に対して行われた申請その他の行為は、この条例の
　相当規定によりなされたものとみなす。
5　施行日の前日において、現に沖縄県条例の規定による
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　屋外広告業の登録を受けている者は、第 50 条第 3 項
　の規定にかかわらず、施行日から起算して 1 年を経過
　する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、
　引き続き、本市の区域内で屋外広告業を営むことがで
　きる。
　( 禁止地域等の指定等の手続の特例 )

6　第 53 条の規定にかかわらず、市長は、施行日に限り、
　那覇市都市景観条例第 5条第 1項の那覇市都市景観審
　議会の意見を聴かないで、第 9 条及び第 10 条の規定
　による指定をし、並びに第 14 条第 2 項第 1 号、第 2
　号及び第 5 号、同条第 3 項第 1 号並びに第 17 条第 1
　項に規定する基準を定めることができる。　

種類 区分 単位 金額
はり紙 1枚 5円
広告幕 1枚 540円
広告旗 1本 210円
立看板 1個 210円
気球広告 1個 1,240円
広告板(はり札及び
アーチを含む。)、
広告塔及びその他
の広告物等

0.5平方メートル未満 1 枚、1 個又
は 1基

140円
0.5 平方メートル以上 1.0 平方メー
トル未満

240円

1.0 平方メートル以上 2.0 平方メー
トル未満

460円

2.0 平方メートル以上 5.0 平方メー
トル未満

830円

5.0平方メートル以上 10.0平方メー
トル未満

1,560円

10.0 平方メートル以上 20.0 平方メ
ートル未満

3,000円

20.0 平方メートル以上 30.0 平方メ
ートル未満

5,290円

30.0 平方メートル以上 40.0 平方メ
ートル未満

7,580円

40.0 平方メートル以上 50.0 平方メ
ートル未満

10,820円

50.0平方メートル以上 50.0平方メー
ト ル を 10,820円
とし、50.0平方メー
トルを 1.0平方メー
トル増すごとに 3
30円を加算した額

電柱、街灯柱、架線
柱及び支電柱を利
用する広告

1枚又は 1基 240円

別表 ( 第 54 条関係 )
許可申請手数料

備考　広告板（はり札及びア－チを含む。）、広告塔及びその他の広告物等で、照明を伴うものにつ
　いては、この表の金額の欄に定める額に 10割を加算した額とする。
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。

 参考資料編 83

理
念
編

基
準
編

手
続
き
編

参
考
資
料
編

５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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条例第14条第2
項第1号(自家
用広告物等) 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 電光表示広告物でないこと。 
(3) 設置の方法は、別表第3第2項広告物等の種類ごとの基準に適合していること。 
(4) 表示面積の合計は、条例第9条に掲げる禁止地域等においては1事業所等につ
き5平方メートル以下で、禁止地域等以外の地域においては1事業所等につき10
平方メートル以下であること。 

条例第14条第2
項第2号(管理
上の必要に基
づき表示する
広告物等) 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 電光表示広告物でないこと。 
(3) 設置の方法は、別表第3第2項広告物等の種類ごとの基準に適合していること。 
(4) 表示面積は、条例第9条に掲げる禁止地域等においては1か所につき1平方メー
トル以下で、禁止地域等以外の地域においては1か所につき5平方メートル以下
であること。 

条例第14
条第2項
第5号(軌
道車両又
は自動車
に表示さ
れる広 
告物) 

軌
道
車
両 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 電光表示広告物でないこと。 
(3) 絵画その他の具象的な図柄( 写真を除く。)を表示する広告物で、営利を目的と
しないものであること。 

(4) 表示面積の合計は、左右の側面においてはそれぞれ2平方メートル以下で、前
面及び後面においてはそれぞれ1平方メートル以下であること。 

(5) 個数の合計は、左右の側面においてはそれぞれ3個以下で、前面及び後面にお
いてはそれぞれ1個であること。 

自
動
車 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 表示面積の合計は、左右の側面においてはそれぞれ2平方 
 メートル以下(小型車にあっては、0.5平方メートル以下)で、後面においては1平
方メートル以下(小型車にあっては、0.5平方メートル以下)であること。 

(3) 個数の合計は、左右の側面においてはそれぞれ3個以下(小型車にあっては、2
個以下)で、後面においては1個であること。 

条例第14条第3
項第1号(自己
の氏名、名称、
店名若しくは
商標又は自己
の事業若しく
は営業の内容
を表示する広
告物) 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 電光表示広告物でないこと。 
(3) 表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。 
(4) 個数の合計は、1物件につき1個であること。 

別表第 1（第 7条関係 )
　　　 適用除外の基準

条例第14条第4
項(政治活動の
ために表示し、
又は設置する
はり紙、はり札
等、広告旗又は
立看板等) 

(1) はり紙又ははり札等の表示面積は、1平方メートル以下であること。 
(2) 広告旗又は立看板等の大きさは、横1メートル以下、縦2メートル以下である
こと。 
(3) 表示期間は、1月以内であること。 
(4) 表示期間並びに表示者又は管理者の氏名及び連絡先を明記していること。 
(5) 表示し、又は設置する場所又は施設の管理者(管理者がない場合にあっては、
その所有者)の承諾を得ていること。 
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５．那覇市屋外広告物条例
　　施行規則
　( 趣旨 )
第 1 条　この規則は、那覇市屋外広告物条例 ( 平成 24 年
　那覇市条例第 69 号。以下「条例」という。) の施行に
　関し必要な事項を定めるものとする。
　( 許可の申請 )
第 2 条　条例第 11 条又は第 14 条第 5項から第 9項まで
　の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物
　許可申請書 ( 第 1 号様式 ) に、次に掲げる書類を添付
　して、正副 2通を市長に提出しなければならない。
　(1)　広告物等の表示等を行う場所及びその付近の状況
　　を示す見取図並びにこれらの現況を示すカラー写真
　(2)　色彩及び意匠を表す図面
　(3)　仕様書及び設計図 ( はり紙、はり札等の場合を除
　　く。)
　(4)　他人が所有し、又は管理する土地、建築物又は工
　　作物に広告物等の表示等を行う場合は、当該土地、　
　　建築物又は工作物の使用の承諾を証する書類の写し
　(5)　既設の広告物等がある場合においては、これらの
　　表示面積、種類及び個数を明らかにする書類並びに
　　現況を示すカラー写真
　(6)　その他市長が必要と認める書類
　( 許可等の通知 )
第 3 条　市長は、条例の規定による許可をしたときは、　
　屋外広告物許可書 ( 第 2 号様式 ) に屋外広告物許可証
　( 第 3 号様式 ) を添付して、当該許可の申請をした者　
　に交付するものとする。ただし、はり紙、はり札等又
　は立看板に係る許可にあっては、当該はり紙、はり札
　等又は立看板に屋外広告物許可印 ( 第 4 号様式 ) を押
　印することにより、屋外広告物許可証の交付に代える
　ことができる。
2　市長は、前項の許可について許可しないときは、その
　旨及び理由を当該許可の申請をした者に通知するもの
　とする。
　( 表示等の完了の届出 )
第 4 条　条例の規定による許可を受けた者は、当該許可
　に係る広告物等の表示等を完了したときは、速やかに、
　屋外広告物表示 ( 設置 ) 完了届出書 ( 第 5 号様式 ) に　
　当該広告物等の現況を示すカラー写真を添付して、市
　長に届け出るものとする。ただし、当該許可の期間が

　1月以内の広告物等については、この限りでない。
2　前項の規定は、条例第 14 条第 11 項又は第 12 項の規
　定による届出をした者が当該届出に係る広告物等又は
　はり紙等の表示又は設置を完了した場合について準用
　する。
　( 景観保全型広告整備地区における届出等 )
第 5 条　条例第 12 条第 6 項の規則で定める広告物等は、
　条例第 14 条第 2 項第 1 号に掲げる広告物等で表示面積
　が 1平方メートルを超えるものとする。
2　条例第 12 条第 6 項の規定による届出は、屋外広告物
　表示 ( 設置 ) 届出書 ( 第 6 号様式 ) に第 2 条第 1 号か
　ら第 3 号までに掲げる書類を添付して、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
3　市長は、前項の届出を受け付けたときは、届出済標識
　( 第 7 号様式 ) を当該届出をした者に交付するものと　
　する。ただし、はり紙、はり札等又は立看板に係る届
　出にあっては、当該はり紙、はり札等又は立看板に届
　出済印 ( 第 8 号様式 ) を押印することにより、届出済
　標識の交付に代えることができる。
　( 広告物協定地区における認定の申請等 )
第 6 条　条例第 13条第 1項、第 3項又は第 8項の認定を
　受けようとする者は、広告物協定認定申請書 ( 第 9 号
　様式 ) に広告物協定書の写し及び広告物協定地区の位
　置図 ( 条例第 13 条第 8 項の認定を受けようとする場合
　を除く。) を添付して、市長に提出しなければならない。
2　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その
　内容を審査し、当該内容が適当であると認めるときは、
　広告物協定認定書 ( 第 10 号様式 ) を交付するものとす
　る。
　( 適用除外の基準 )
第 7条　条例第 14 条第 2項第 1号、第 2号及び第 5号、
　同条第 3項第 1号、同条第 4項並びに同条第 10 項の規
　則で定める基準は、別表第 1のとおりとする。
⇒別表第1
　( 規則で定める施設又は物件 )
第 7 条の 2　条例第 14 条第 8 項の規則で定める施設又は
　物件は、次に掲げるものとする。
　(1)　国又は地方公共団体が設置する施設又は公共掲示
　　板、案内図板、案内標識等の物件
　(2)　公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその
　　他の用に供する施設又は当該施設に付随する物件
　(3)　その他市長が指定するもの
　( 規則で定める公共的な取組 )

第 7 条の 3　条例第 14 条第 9 項の規則で定める公共的な
　取組は、次に掲げるものとする。
　(1)　地方公共団体及び地域住民等が実施主体となって
　　行う行事又は催物
　(2)　防犯又は防災に関する取組
　(3)　道路、公園その他の公共施設の清掃、美化又は維
　　持管理
　(4)　その他商業宣伝若しくは営利又はこれらに類似す
　　る行為を主たる目的としないものであって、地域の
　　活性化、地域コミュニティの発展等に寄与するもの
　　として市長が認める取組
　( 公共的目的の広告物等に係る届出等 )
第 8条　条例第14条第 11項及び第12項の規定による届
　出をしようとする者は、屋外広告物表示 ( 設置 ) 届出
　書に第 2 条各号に掲げる書類を添付し、正副 2 通を市
　長に提出するものとする。
2　第 5 条第 3 項の規定は、前項の届出があった場合につ
　いて準用する。
　( 軽微な変更又は改造 )
第 9 条　条例第 14 条第 11 項及び第 12 項、条例第 15 条
　第 2 項並びに条例第 20 条の規則で定める軽微な変更又
　は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　(1)　広告物等をその許可又は届出当時の表示内容、形
　　状、色彩、意匠又は許可に付せられた条件に変更を
　　加えない程度に修繕し、補強し又は塗り替えるもの
　(2)　劇場、映画館等常設の興行場が設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく興行内容を表示する
　　広告物を定期的に変更するもの
　(3)　新聞又ははり紙を掲出するため設置する物件に位
　　置及び形状を変更することなく表示する広告物を定
　　期的に変更するもの
　( 蛍光塗料等の禁止 )
第 10 条　条例第 16 条第 6 号の規則で定める塗料等は、
　　蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料とする。
　( 許可の基準 )
第 11 条　条例第 17 条第 1 項の規定により規則で定める
　許可の基準　は、別表第2から第4までのとおりとする。
⇒別表第2・別表第3・別表第4
　( 許可の期間 )
第 12 条　条例第 18 条第 2 項の規定により規則で定める
　許可の期間　は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
　各号に定める　ところによる。
　(1)　はり紙、はり札等、広告旗、つり下げ広告又は気

　　球広告　1月以内
　(2)　立看板又は広告旗　1年以内
　(3)　前 2号に掲げる広告物等以外のもの 3 年以内
　( 継続の許可の申請 )
第 13 条　条例第 19 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物継続許可申請書 ( 第 11 号様式 ) に、次に掲げ
　る書類を添付して、正副 2 通を市長に提出しなければ
　ならない。
　(1)　屋外広告物安全点検報告書 ( 第 12 号様式 )
　(2)　広告物等の表示等を行う場所の現況を示すカラー
　　写真 ( 申請の日前 3月以内に撮影したものに限る。)
　(3)　点検資格者 ( 条例第 22 条の 2 第 2 項各号に掲げ
　　る者をいう。以下同じ。) の資格を証する書類の写　
　し
　(4) その他市長が必要と認める書類
　( 変更等の許可の申請 )
第 14 条　条例第 20 条の許可を受けようとする者は、屋
　外広告物変更等許可申請書 ( 第 13 号様式 ) に、変更又
　は改造の内容を明らかにした書類を添付して、正副 2
　通を市長に提出しなければならない。
　( 許可等の表示 )
第 15 条　条例第 21 条第 1 項の規則で定める許可証は、
　　第 3条第 1項の屋外広告物許可証とする。
2　条例第 21 条第 1 項ただし書の規則で定める許可の押
　印は、第 3条第 1項の屋外広告物許可印とする。
3　条例第 21 条第 3 項の規則で定める届出済標識は、第
　5条第 3項の届出済標識とする。
4　条例第 21 条第 3 項ただし書の規則で定める届出済印
　の押印は、第 5条第 3項の届出済印とする。
　( 点検 )
第 15 条の 2　条例第 22 条の 2 第 2 項第 2 号の規則で定
　める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
　(1)　建築士法 ( 昭和 25 年法律第 202 号 ) 第 2 条第 1
　　項の建築士の資格を有する者
　(2)　次に掲げる者であって、屋外広告業に関する 3 年
　　以上の実務経験を有するもの
　　ア　条例第 44条の講習会を修了した者
　　イ　条例第 45 条第 1 項第 3 号に掲げる者、同項第 4
　　　号に掲げる者 ( 同号の職業訓練の課程を修了した
　　　ものに限る。) 又は同項第 5号に掲げる者
　(3)　条例第 45 条第 1 項第 4 号に掲げる者 ( 同号の職
　　業訓練の課程を修了した者を除く。)
　(4)　その他前 3 号に掲げる者と同等以上の知識を有す

　　る者として市長が定める者
2　条例第 22 条の 2 第 2 項の規則で定める広告物等は、
　はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗又は気
　球広告とする。
　( 除却の届 )
第 16 条　条例第 23 条第 2 項の規定による届出は、屋外
　広告物除却 ( 滅失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 ) を提出して
　行うものとする。
2　前項の届出には、広告物等を除却したことを示すカ　
　ラー写真を添付しなければならない。
　( 広告物等を保管した場合の公示の場所等 )
第17条　条例第27条第1項第1号の規則で定める場所は、
　那覇市公告式規則 ( 平成 16 年那覇市規則第 39 号 ) 第
　2 条第 2 項の市役所前の掲示場及び広告物等を保管し
　た土木管理事務所とする。
2　条例第27条第2項の規則で定める保管物件一覧簿は、
　保管物件一覧簿 ( 第 15 号様式 ) とする。
3　条例第 27 条第 2 項の規則で定める場所は、道路管理
　課及び土木管理事務所とする。
　( 保管した広告物等の売却の方法 )
第 18 条　条例第 29 条の規則で定める方法は、屋外広告
　物法 ( 昭和 24 年法律第 189 号 ) 及び条例に定めるもの
　のほか、那覇市契約規則(昭和46年那覇市規則第13号)
　の規定を準用する。
　( 広告物等の返還に係る受領書 )
第 19 条　条例第 31 条の規則で定める受領書は、受領書
　( 第 16 号様式 ) とする。
　( 身分証明書 )
第 20 条　条例第32条第 2項 (第 52条第 2項において準
　用する場合を含む。) の規則で定める身分証明書は、　
　身分証明書 ( 第 17 号様式 ) とする。
　( 管理者の資格等 )
第 21 条　条例第 34 条第 1 項ただし書の規則で定める広
　告物等は、はり紙、はり札等、立看板、広告幕、広告旗、
　つり下げ広告又は気球広告とする。
2　条例第34条第2項の規則で定める広告物等は、広告板、
　広告塔、アーチ広告その他これらに類するものであり、
　かつ、そのものの高さが 4 メートルを超えるものとす
　る。
3　条例第34条第2項の規則で定める資格を有する者は、
　第 15条の 2第 1項第 2号又は第 3号に該当する者とす
　る。
　( 管理者等の届出 )

第 22 条　条例第 35 条の規定による届出は、それぞれ次
　に掲げるところによるものとする。
　(1)　条例第 35 条第 1 項の届出　屋外広告物管理者設
　　置届出書 ( 第 18 号様式 )
　(2)　条例第35条第2項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 変更届出書 ( 第 19 号様式 )
　(3)　条例第 35 条第 3 項の届出　屋外広告物除却 ( 滅
　　失 ) 届出書 ( 第 14 号様式 )
　(4)　条例第35条第4項の届出　屋外広告物設置者 (管
　　理者 ) 氏名等変更届出書 ( 第 20 号様式 )
　( 登録の更新の申請期限 )
第 23 条　屋外広告業者は、条例第 36 条第 3 項の規定に
　よる更新の登録を受けようとするときは、その者が現
　に受けている登録の有効期間満了日の 30 日前までに
更　新の登録の申請をしなければならない。
　( 登録申請書の様式 )
第 24 条　条例第 37 条第 1 項の登録申請書は、屋外広告
　業者登録申請書 ( 第 21 号様式 ) とする。
　( 登録申請書の添付書類 )
第 25 条　条例第 37 条第 2 項及び次項第 1 号の誓約する
　書面は、誓約書 ( 第 22 号様式 ) とする。
2　条例第 37 条第 2 項の規則で定める書類は、次に掲げ
　るものとする。
　(1)　登録申請者が法人である場合にあってはその役　
　　員、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人が条例第
　　39 条第 1 項各号のいずれにも該当しない者であるこ
　　とを誓約する書面
　(2)　登録申請者が選任した業務主任者が条例第 45 条
　　第 1 項各号のいずれかに該当する者であることを証
　　する書面
　(3)　登録申請者 ( 法人である場合にあってはその役員
　　を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成
　　年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)
　　の略歴を記載した書面
　(4)　登録申請者が法人である場合にあっては、登記事
　　項証明書
　(5)　登録申請者が個人である場合にあっては、登録申
　　請者 ( 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未
　　成年者である場合にあっては、その法定代理人を含
　　む。) の住民票の写し又はこれに代わる書面
3　前項第 3 号の略歴を記載した書面は、略歴書 ( 第 23
　号様式 ) とする。

　( 変更の届出 )
第 26 条　条例第 40 条第 1 項の規定により変更の届出を
　する場合において、当該変更が次に掲げるものである
　ときは、当該各号に掲げる書面を屋外広告業者登録事
　項変更届出書 ( 第 24 号様式 ) に添付しなければならな
　い。
　(1)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が法人である場合に限る。)　登記
　　事項証明書
　(2)　条例第37条第1項第1号に掲げる事項の変更 (変
　　更の届出をした者が個人である場合に限る。)　住民
　　票の写し又はこれに代わる書面
　(3)　条例第37条第1項第2号に掲げる事項の変更 (商
　　業登記の変更を必要とする場合に限る。)　登記事項
　　証明書
　(4)　条例第 37 条第 1 項第 3 号に掲げる事項の変更登
　　記事項証明書並びに前条第 2 項第 1 号及び第 3 号の
　　書面
　(5)　条例第 37 条第 1 項第 4 号に掲げる事項の変更住
　　民票の写し又はこれに代わる書面並びに前条第 2 項
　　第 1号及び第 3号の書面
　(6)　条例第 37 条第 1 項第 5 号に掲げる事項の変更前
　　条第 2項第 2号の書面
　( 屋外広告業者登録簿 )
第 27 条　条例第 38 条第 1 項の規則で定める屋外広告業
　者登録簿は、屋外広告業者登録簿 ( 第 25 号様式 ) とす
　る。
2　条例第 41 条の規則で定める閲覧場所は、都市計画課
　とする。
3　条例第 38 条第 2 項の規定による通知は、屋外広告業
　者登録済証 ( 第 26 号様式 ) の交付により行うものとす
　る。
　( 廃業等の届出 )
第 28 条　条例第 42 条第 1 項の規定による廃業等の届出
　は、屋外広告業廃業等届出書 ( 第 27 号様式 ) によるも
　のとする。
　( 講習会の開催等 )
第 29 条　市長は、条例第 44 条第 1 項の規定による講習
　会 (以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、
　あらかじめ、開催の日時、場所その他講習会の開催に
　関し必要な事項を告示するものとする。
2　講習会の講習科目は、次のとおりとする。
　(1)　広告物等に係る法令に関する事項

　(2)　広告物等の表示等の方法に関する事項
　(3)　広告物等の施工に関する事項
3　次に掲げる者については、前項第 3 号に掲げる講習科
　目の受講を免除する。
　(1)　建築士法第 2条第 1項の建築士の資格を有する者
　(2)　電気工事士法 ( 昭和 35 年法律第 139 号 ) 第 2 条
　　第 4項の電気工事士の資格を有する者
　(3)　電気事業法 ( 昭和 39 年法律第 170 号 ) 第 44 条第
　　1 項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任
　　技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を
　　受けている者
　(4)　職業能力開発促進法 ( 昭和 44 年法律第 64 号 ) に
　　規定する職業訓練指導員の免許を所持する者、技能
　　検定に合格した者又は職業訓練の課程を修了した者
　　であって、帆布製品製造取付けに係るもの
　( 講習会の受講 )
第 30 条　講習会を受講しようとする者は、屋外広告物講
　習会受講申込書 ( 第 28 号様式 ) を市長に提出しなけれ
　ばならない。この場合において、前条第 3 項の規定に
　よる講習科目の受講の免除を受けようとする者は、同
　項各号のいずれかに該当する者であることを証する証
　書等の写しを添付しなければならない。
　( 講習会修了証書の交付等 )
第 31 条　市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋
　外広告物講習会修了証書 ( 第 29 号様式 ) を交付するも
　のとする。
2　前項の講習会修了証書の交付を受けた者は、当該講習
　会修了証書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した
　ときは、市長にその理由を記載した書類を提出して講
　習会修了証書の再交付を申請することができる。
　( 業務主任者の資格等 )
第 32 条　条例第 45 条第 1 項第 5 号の規定による同項第
　1 号から第 4 号までに掲げる者と同等以上の知識を有
　するものの認定は、広告物等の表示等についての営業
　所における責任者として 5 年以上の経験を有し、かつ、
　過去 5 年間にわたり広告物に関する法令に違反したこ
　とがない者について行う。
2　前項の認定を受けようとする者は、業務主任者資格認
　定申請書 ( 第 30 号様式 ) に、同項の 5 年以上の経験を
　有することを証する書面を添付して、市長に提出しな
　ければならない。
3　市長は、第 1 項の認定をしたときは、申請者に認定証
　( 第 31 号様式 ) を交付するものとする。

　( 標識の掲示 )
第 33 条　条例第 46 条に規定する規則で定める事項は、
　　次に掲げる事項とする。
　(1)　法人である場合にあっては、その代表者の氏名
　(2)　登録番号及び登録年月日
　(3)　営業所名
　(4)　業務主任者の氏名
2　条例第 46 条の規定により屋外広告業者が掲げる標識
　は、屋外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 ) によるものと
　する。
3　条例第50条第 2項の規定により条例第36条第 1項の
　登録を受けた屋外広告業者とみなされた者 ( 以下「特
　例屋外広告業者」という。) に係る前 2 項の規定の適
　用ついては、第 1項第 2号中「登録番号及び登録年月日」
　とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋
　外広告業者登録票 ( 第 32 号様式 )」とあるのは「屋外
　広告業者届出済票 ( 第 33 号様式 )」とする。
　( 帳簿の記載事項等 )
第 34 条　条例第 47 条の営業に関する事項で規則で定め
　るものは、次に掲げる事項とする。
　(1)　注文者の氏名又は名称及び住所
　(2)　広告物等の表示等の場所
　(3)　表示し、又は設置した広告物等の名称又は種類及
　　び数量
　(4)　広告物等の表示等の年月日
　(5)　請負金額
2　条例第 47 条の帳簿は、屋外広告物契約台帳 ( 第 34 号
　様式 ) によるものとする。
3　第 1項各号に掲げる事項が、電磁的記録 ( 電子的方式、
　磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
　できない方式で作られる記録であって、電子計算機に
　よる情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
　により記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所に
　おいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に
　表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に
　代えることができる。
4　第 2 項の帳簿 ( 前項の規定により記録が行われた電磁
　的記録を含む。次項において同じ。) は、広告物等の
　表示等の契約ごとに作成しなければならない。
5　屋外広告業者は、第 2 項の帳簿を各事業年度の末日を
　もって閉鎖するものとし、閉鎖後 5 年間営業所ごとに
　当該帳簿を保存しなければならない。
　( 特例屋外広告業者の届出 )

第 35 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出は、特例
　屋外広告業者届出書 ( 第 35 号様式 ) に、次に掲げる書
　類を添付して市長に提出しなければならない。
　(1)　沖縄県条例の規定による屋外広告業の登録を受け
　　たことを証する書面
　(2)　第 25 条第 2項第 2号に掲げる書面
2　市長は、前項の届出を受理したときは、特例屋外広告
　業者届出済証 ( 第 36 号様式 ) を交付するものとする。
　( 特例屋外広告業者の変更の届出 )
第 36 条　条例第 50 条第 3 項の規定による届出事項を変
　更したときの届出は、特例屋外広告業者届出事項変更
　届出書 ( 第 37 号様式 ) によるものとする。
2　前項の届出の内容が業務主任者に関するものであると
　きは、第 25 条第 2 項第 2 号に掲げる書面を特例屋外
広　告業者変更届出書に添付しなければならない。
　( 特例屋外広告業者届出簿 )
第 37 条　条例第 50 条第 7 項の特例屋外広告業者届出簿
　は、特例屋外広告業者届出簿 ( 第 38 号様式 ) とする。
2　条例第 50 条第 7 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
　( 監督処分簿 )
第 38 条　条例第 51 条第 1 項の屋外広告業者監督処分簿
　は、屋外広告業者監督処分簿 ( 第 39 号様式 ) とする。
2　条例第 51 条第 1 項の規則で定める閲覧場所は、都市
　計画課とする。
3　条例第 51 条第 2 項の規則で定める事項は、次に掲げ
　る事項とする。
　(1)　処分を受けた屋外広告業者の登録番号又は届出番
　　号、登録年月日又は届出年月日、商号、氏名及び住
　　所 ( 法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主た
　　る事務所の所在地 )
　(2)　処分の根拠となった条例の条項
　(3)　処分の期間
　(4)　処分の原因となった事実
　(5)　その他市長が必要と認める事項
　　　
　　　付　則
　この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。
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区分 基準 

条例第14条第2
項第1号(自家
用広告物等) 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 電光表示広告物でないこと。 
(3) 設置の方法は、別表第3第2項広告物等の種類ごとの基準に適合していること。 
(4) 表示面積の合計は、条例第9条に掲げる禁止地域等においては1事業所等につ
き5平方メートル以下で、禁止地域等以外の地域においては1事業所等につき10
平方メートル以下であること。 

条例第14条第2
項第2号(管理
上の必要に基
づき表示する
広告物等) 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 電光表示広告物でないこと。 
(3) 設置の方法は、別表第3第2項広告物等の種類ごとの基準に適合していること。 
(4) 表示面積は、条例第9条に掲げる禁止地域等においては1か所につき1平方メー
トル以下で、禁止地域等以外の地域においては1か所につき5平方メートル以下
であること。 

条例第14
条第2項
第5号(軌
道車両又
は自動車
に表示さ
れる広 
告物) 

軌
道
車
両 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 電光表示広告物でないこと。 
(3) 絵画その他の具象的な図柄( 写真を除く。)を表示する広告物で、営利を目的と
しないものであること。 

(4) 表示面積の合計は、左右の側面においてはそれぞれ2平方メートル以下で、前
面及び後面においてはそれぞれ1平方メートル以下であること。 

(5) 個数の合計は、左右の側面においてはそれぞれ3個以下で、前面及び後面にお
いてはそれぞれ1個であること。 

自
動
車 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 表示面積の合計は、左右の側面においてはそれぞれ2平方 
 メートル以下(小型車にあっては、0.5平方メートル以下)で、後面においては1平
方メートル以下(小型車にあっては、0.5平方メートル以下)であること。 

(3) 個数の合計は、左右の側面においてはそれぞれ3個以下(小型車にあっては、2
個以下)で、後面においては1個であること。 

条例第14条第3
項第1号(自己
の氏名、名称、
店名若しくは
商標又は自己
の事業若しく
は営業の内容
を表示する広
告物) 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 電光表示広告物でないこと。 
(3) 表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。 
(4) 個数の合計は、1物件につき1個であること。 

別表第 1（第 7条関係 )
　　　 適用除外の基準

条例第14条第4
項(政治活動の
ために表示し、
又は設置する
はり紙、はり札
等、広告旗又は
立看板等) 

(1) はり紙又ははり札等の表示面積は、1平方メートル以下であること。 
(2) 広告旗又は立看板等の大きさは、横1メートル以下、縦2メートル以下である
こと。 
(3) 表示期間は、1月以内であること。 
(4) 表示期間並びに表示者又は管理者の氏名及び連絡先を明記していること。 
(5) 表示し、又は設置する場所又は施設の管理者(管理者がない場合にあっては、
その所有者)の承諾を得ていること。 
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条例第14条第10
項(寄贈者名等) 

(1) 大きさは、表示方向から見た場合における施設又は物件の外郭線内を1平面と
みなしたときの当該1平面の面積の20分の1以下、かつ、0.5平方メートル以下で
あること。 
(2) 寄贈者名等を表示する施設又は物件の効用を妨げないものであること。 

  (3)
 
個数の合計は、1施設又は1物件につき1個であること。

 

 
備考
　1　「電光表示広告物」とは、発光ダイオードその他の光源を利用して映像が表示される広告物その
　　他の表示の内容を常時変化することができる広告物をいう。
　2　「1事業所等」とは、一つの住所、事業所、営業所又は作業場若しくはこれらの駐車場をいう。
　3　「表示面積の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等の　表示面積及び既設の広告
　　物等の表示面積を合算したものとする。
　4「個数の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等の個数及び既設の広告物等の個数
　　を合算したものとする。
　5　「小型車」とは、道路運送車両法施行規則 ( 昭和 26年運輸省令第 74号 ) 別表第 1の小型自動車
　　及び軽自動車をいう。
　6　軌道車両又は自動車に表示される広告物の表示面積及び個数の計算をする場合は、自己の氏名、
　　名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物を含むものとする。

別表第 2( 第 11 条関係 )
　　条例の規定による許可を要する広告物等 ( 許可の期間が 1月以内のものを除く。) の表示面積の合計の基準

備考
　1　「商業施設等」とは、次に掲げるものをいう。
　　(1)　大規模小売店舗立地法 ( 平成 10年法律第 91号 ) 第 2条第 2項の大規模小売店舗 ( 以下「大規
　　　模小売店舗」という。)
　　(2)　広告物等の表示等を行う敷地内の建築物であって、当該建築物の主たる用途として、店舗、飲
　　　食店、劇場、映画館、遊技場その他これらに類する用途の事業所等が存し、又は存しうる施設をいう。
　2　「住居系地域」とは、都市計画法 ( 昭和 43年法律第 100 号 ) 第 8条第 1項第 1号の用途地域のうち、
　　第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。
　3　「商業系地域」とは、都市計画法第 8条第 1項第 1号の用途地域のうち、近隣商業地域及び商業地
　　域をいう。
　4　「工業系地域」とは、都市計画法第 8条第 1項第 1号の用途地域のうち、準工業地域、工業地域及
　　び工業専用地域をいう。
　5　「表示面積の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等及び既設の広告物等（いずれも
　　条例の規定による許可を要さないものを除く）の表示面積の合計をいう。

1　広告物等の表示等を行う敷地内の建築物が商業施設等以外の場合の基準

地域区分 表示面積の合計 

住居系地域 30平方メートル以下 

商業系地域 30平方メートル以下 

工業系地域 30平方メートル以下 
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地域区分 電光表示広告物の表示面積の合計 

住居系地域 5平方メートル以下 

商業系地域 30平方メートル以下 

工業系地域 5平方メートル以下 

 備考
　1　「電光表示広告物」とは、別表第 1備考 1に規定する電光表示広告物をいう。
　2　「住居系地域」、「商業系地域」、「工業系地域」又は「表示面積の合計」とは、別表第 2第 1項備考に
　　規定する住居系地域、商業系地域、工業系地域又は表示面積の合計をいう。

2　広告物等のうち電光表示広告物に係る表示面積の合計の基準

1　共通許可基準
　(1)　一般基準
　　ア　広告物等の位置、形状、大きさ、色彩及び意匠は、当該広告物等の表示等を行う敷地、建築物その他
　　　の場所及びその周囲の景観又は環境と調和するものであること。
　　イ　広告物等の数量及び表示の大きさは、効果の限度において最小限にとどめているものであること。
　　ウ　広告物等は、当該広告物等の表示等を行う敷地、建築物及び当該敷地の接道の状況等に照らし、当該
　　　敷地又は建築物に係る特定の場所又は一定の区域内に過度に集中していないものであること。
　　エ　広告物等の材質は、耐久性の優れたものであり、かつ、その構造及び設置の方法は、倒壊、落下等に
　　　よって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
　　オ　広告物等は、交通標識及び交通信号の類と混同し、若しくはこれらを遮蔽し、又はげん惑させること
　　　等により道路交通に影響を与えないものであること。
　　カ　電照を伴うもの、イルミネーション、ネオンサインその他これらに類するものは、その周囲の景観又
　　　は環境と調和するものであること。
　　キ　道路法、建築基準法その他の法令の適用を受ける広告物等は、これらの法令の規定に適合するもので
　　　あること。
　(2)　色彩に係る基準
　　ア　広告物等の色彩は、原則として、中間色を中心に色調を整えたものであり、かつ、地色においては、赤、
　　　黄色その他けばけばしい色を使用していないものであること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、
　　　交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りで
　　　ない。
　　イ　広告物等を建築物に表示し、又は設置する場合は、次表に定める基準に適合するものであること。

別表第 3 ( 第 11 条関係 )
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条例第14条第10
項(寄贈者名等) 

(1) 大きさは、表示方向から見た場合における施設又は物件の外郭線内を1平面と
みなしたときの当該1平面の面積の20分の1以下、かつ、0.5平方メートル以下で
あること。 
(2) 寄贈者名等を表示する施設又は物件の効用を妨げないものであること。 

  (3)
 
個数の合計は、1施設又は1物件につき1個であること。

 

 
備考
　1　「電光表示広告物」とは、発光ダイオードその他の光源を利用して映像が表示される広告物その
　　他の表示の内容を常時変化することができる広告物をいう。
　2　「1事業所等」とは、一つの住所、事業所、営業所又は作業場若しくはこれらの駐車場をいう。
　3　「表示面積の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等の　表示面積及び既設の広告
　　物等の表示面積を合算したものとする。
　4「個数の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等の個数及び既設の広告物等の個数
　　を合算したものとする。
　5　「小型車」とは、道路運送車両法施行規則 ( 昭和 26年運輸省令第 74号 ) 別表第 1の小型自動車
　　及び軽自動車をいう。
　6　軌道車両又は自動車に表示される広告物の表示面積及び個数の計算をする場合は、自己の氏名、
　　名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物を含むものとする。

別表第 2( 第 11 条関係 )
　　条例の規定による許可を要する広告物等 ( 許可の期間が 1月以内のものを除く。) の表示面積の合計の基準

備考
　1　「商業施設等」とは、次に掲げるものをいう。
　　(1)　大規模小売店舗立地法 ( 平成 10年法律第 91号 ) 第 2条第 2項の大規模小売店舗 ( 以下「大規
　　　模小売店舗」という。)
　　(2)　広告物等の表示等を行う敷地内の建築物であって、当該建築物の主たる用途として、店舗、飲
　　　食店、劇場、映画館、遊技場その他これらに類する用途の事業所等が存し、又は存しうる施設をいう。
　2　「住居系地域」とは、都市計画法 ( 昭和 43年法律第 100 号 ) 第 8条第 1項第 1号の用途地域のうち、
　　第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。
　3　「商業系地域」とは、都市計画法第 8条第 1項第 1号の用途地域のうち、近隣商業地域及び商業地
　　域をいう。
　4　「工業系地域」とは、都市計画法第 8条第 1項第 1号の用途地域のうち、準工業地域、工業地域及
　　び工業専用地域をいう。
　5　「表示面積の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等及び既設の広告物等（いずれも
　　条例の規定による許可を要さないものを除く）の表示面積の合計をいう。

1　広告物等の表示等を行う敷地内の建築物が商業施設等以外の場合の基準

地域区分 表示面積の合計 

住居系地域 30平方メートル以下 

商業系地域 30平方メートル以下 

工業系地域 30平方メートル以下 
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地域区分 電光表示広告物の表示面積の合計 

住居系地域 5平方メートル以下 

商業系地域 30平方メートル以下 

工業系地域 5平方メートル以下 

 備考
　1　「電光表示広告物」とは、別表第 1備考 1に規定する電光表示広告物をいう。
　2　「住居系地域」、「商業系地域」、「工業系地域」又は「表示面積の合計」とは、別表第 2第 1項備考に
　　規定する住居系地域、商業系地域、工業系地域又は表示面積の合計をいう。

2　広告物等のうち電光表示広告物に係る表示面積の合計の基準

1　共通許可基準
　(1)　一般基準
　　ア　広告物等の位置、形状、大きさ、色彩及び意匠は、当該広告物等の表示等を行う敷地、建築物その他
　　　の場所及びその周囲の景観又は環境と調和するものであること。
　　イ　広告物等の数量及び表示の大きさは、効果の限度において最小限にとどめているものであること。
　　ウ　広告物等は、当該広告物等の表示等を行う敷地、建築物及び当該敷地の接道の状況等に照らし、当該
　　　敷地又は建築物に係る特定の場所又は一定の区域内に過度に集中していないものであること。
　　エ　広告物等の材質は、耐久性の優れたものであり、かつ、その構造及び設置の方法は、倒壊、落下等に
　　　よって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
　　オ　広告物等は、交通標識及び交通信号の類と混同し、若しくはこれらを遮蔽し、又はげん惑させること
　　　等により道路交通に影響を与えないものであること。
　　カ　電照を伴うもの、イルミネーション、ネオンサインその他これらに類するものは、その周囲の景観又
　　　は環境と調和するものであること。
　　キ　道路法、建築基準法その他の法令の適用を受ける広告物等は、これらの法令の規定に適合するもので
　　　あること。
　(2)　色彩に係る基準
　　ア　広告物等の色彩は、原則として、中間色を中心に色調を整えたものであり、かつ、地色においては、赤、
　　　黄色その他けばけばしい色を使用していないものであること。ただし、緊急の必要があるもの又は警告、
　　　交通規制等の用に供するもので、公衆の安全を図るため必要と認められるものについては、この限りで
　　　ない。
　　イ　広告物等を建築物に表示し、又は設置する場合は、次表に定める基準に適合するものであること。

別表第 3 ( 第 11 条関係 )
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 地域区分 基準 
 (1)  第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
風致地区 
市街化調整区域 

 

 

(2) 第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 
工業専用地域 

広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそ
れぞれにおいて、壁面及び広告物等(既設の広
告物等が存する場合は、これらを含む。)にお
けるマンセル値による彩度10以上の色によ
って表示される面積の割合は、立面積に対し、
10パーセント以下であること。 

(3) 首里金城重点地区 
壺屋重点地区 
龍潭通り重点地区 

広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそ
れぞれにおいて、壁面及び広告物等(既設の広
告物等が存する場合は、これらを含む。)にお
けるマンセル値による彩度8以上の色を使用
するものでないこと。ただし、市長が必要と
認めるときは、マンセル値による彩度8以上
の色によって表示される面積の割合を、立面
積に対し、5パーセント以下とすることがで
きる。 

 
備考
　1　(1) の項及び (2) の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、都市計　
　画法第 2章の規定により定められた地域、地区又は区域をいう。
　2　(3) の項地域区分の欄に掲げる重点地区については、那覇市都市景観条例第 9条第 1　
　　項の規定により定められた重点地区をいう。
　3　(2) の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、(1) の項地域区分の欄
　　に掲げる風致地区に係る区域を除くものとする。
　4　(1) の項及び (2) の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、(3) の項
　　地域区分の欄に掲げる重点地区に係る区域を除くものとする。
　5　「壁面」とは、建築物の外壁等 ( 建築物の外壁又はこれに代わる柱をいう。) の面をいう。
　6　「マンセル値」とは、産業標準化法 (昭和 24年法律第 185 号 ) に基づく日本産業規格
　　Z8721 に定める色相、明度及び彩度の三属性の値をいう。
　7　「立面積」とは、各壁面について、壁面を垂直方向に見た場合における外壁等の外郭
線　　( 広告物等が外壁等の外郭線の外側に位置するときは、当該広告物の外郭線を含む。)
　　内を 1平面とみなした面の面積をいう。
　8　基準の欄中壁面及び広告物等における色によって表示される面積について、広告物等
　　が外壁等の外郭線の内側に位置するときは、当該広告物等によって覆われる外壁等の部
　　分の面積を除くものとする。

広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそ
れぞれにおいて、壁面及び広告物等 ( 既設の
広告物等が存する場合は、これらを含む。)
におけるマンセル値による彩度 10以上の色
によって表示される面積の割合は、立面積に
対し、5パーセント以下であること。
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屋上広告

住居系地域 

工業系地域 

商業系地域

 

 

壁面広告

 
 

住居系地域

 

工業系地域

 

 

 

商業系地域  

2　広告物等の種類ごとの許可基準 ( 条例第 11条の許可 )

野立広告（広告板、広告
塔及びサインポール）

住居系地域 
工業系地域 

(1) 1 面当たりの表示面積が 15 平方メートル以下で、
　かつ、１事業所等における表示面積の合計が 30 平方
　メートル以下であること。ただし、全ての野立広告に
　ついて１基当たりの表示面積の合計が 15 平方メート
　ル以下である場合は、１事業所等における表示面積の
　合計を 45 平方メートル以下とすることができる。
(2) 広告板の高さは５メートル以下、広告塔及びサイン
　ポールの高さは 10 メートル以下であること。

商業系地域

(1) １事業所等における表示面積の合計が30平方メー
　トル以下であること。ただし、全ての野立広告につい
　て１基当たりの表示面積の合計が15平方メートル以下
　である場合は、１事業所等における表示面積の合計を
　45平方メートル以下とすることができる。
(2) 広告板の高さは５メートル以下、広告塔及びサイン
　ポールの高さは15メートル以下であること。
(1) 表示面積は、1面30平方メートル以下であること。 
(2) 高さは、3.5メートル以下で、かつ、地上から広告
　物等を設置する箇所までの高さの4分の1以下であるこ
　と。 
(3) 個数は、建築物ごとに1個であること。 
(4) 主要構造部が耐火及び耐震等の構造である建築物そ
　の他の工作物に設置されるものであること。 
(5) 建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出てい
　ないこと。 
(1) 表示面積は、1面50平方メートル以下であること
(2) 高さは、7メートル以下で、かつ、地上から広告物
　等を設置する箇所までの高さの3分の1以下であること。
(3) 個数は、建築物ごとに1個であること。 
(4) 主要構造部が耐火及び耐震等の構造である建築物そ
　の他の工作物に設置されるものであること。 
(5) 建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出てい
　ないこと。 
(1) １壁面における表示面積の合計が 30 平方メートル
　以下で、かつ、当該壁面の面積の 4 分の１以下である
　こと。ただし、１壁面の面積が 120 平方メートルを超
　え、かつ、当該壁面の壁面広告が全て自家用広告物で
　ある場合は、１壁面における表示面積の合計を、次の
　式により算定した面積以下とすることができる。
　30＋（１壁面の面積（㎡）-120）×1/20
(2) １壁面において同一内容の広告物等の表示等を行
　うときの個数の合計は、1 個以下であること。
(1) １壁面における表示面積の合計が 50 平方メートル
　以下で、かつ、当該壁面の面積の 3 分の１以下である
　こと。ただし、１壁面の面積が 150 平方メートルを超
　え、かつ、当該壁面の壁面広告が全て自家用広告物で
　ある場合は、１壁面における表示面積の合計を、次の
　式により算定した面積以下とすることができる。
　50＋（１壁面の面積（㎡）-150）×1/20
(2)  1壁面において同一内容の広告物等の表示等を行う
　ときの個数の合計は、2個以下であること。 
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 地域区分 基準 
 (1)  第一種低層住居専用地域 

第二種低層住居専用地域 
第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 
風致地区 
市街化調整区域 

 

 

(2) 第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 
近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
工業地域 
工業専用地域 

広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそ
れぞれにおいて、壁面及び広告物等(既設の広
告物等が存する場合は、これらを含む。)にお
けるマンセル値による彩度10以上の色によ
って表示される面積の割合は、立面積に対し、
10パーセント以下であること。 

(3) 首里金城重点地区 
壺屋重点地区 
龍潭通り重点地区 

広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそ
れぞれにおいて、壁面及び広告物等(既設の広
告物等が存する場合は、これらを含む。)にお
けるマンセル値による彩度8以上の色を使用
するものでないこと。ただし、市長が必要と
認めるときは、マンセル値による彩度8以上
の色によって表示される面積の割合を、立面
積に対し、5パーセント以下とすることがで
きる。 

 
備考
　1　(1) の項及び (2) の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、都市計　
　画法第 2章の規定により定められた地域、地区又は区域をいう。
　2　(3) の項地域区分の欄に掲げる重点地区については、那覇市都市景観条例第 9条第 1　
　　項の規定により定められた重点地区をいう。
　3　(2) の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、(1) の項地域区分の欄
　　に掲げる風致地区に係る区域を除くものとする。
　4　(1) の項及び (2) の項地域区分の欄に掲げる地域、地区又は区域については、(3) の項
　　地域区分の欄に掲げる重点地区に係る区域を除くものとする。
　5　「壁面」とは、建築物の外壁等 ( 建築物の外壁又はこれに代わる柱をいう。) の面をいう。
　6　「マンセル値」とは、産業標準化法 (昭和 24年法律第 185 号 ) に基づく日本産業規格
　　Z8721 に定める色相、明度及び彩度の三属性の値をいう。
　7　「立面積」とは、各壁面について、壁面を垂直方向に見た場合における外壁等の外郭
線　　( 広告物等が外壁等の外郭線の外側に位置するときは、当該広告物の外郭線を含む。)
　　内を 1平面とみなした面の面積をいう。
　8　基準の欄中壁面及び広告物等における色によって表示される面積について、広告物等
　　が外壁等の外郭線の内側に位置するときは、当該広告物等によって覆われる外壁等の部
　　分の面積を除くものとする。

広告物等の表示等を行う建築物の各壁面のそ
れぞれにおいて、壁面及び広告物等 ( 既設の
広告物等が存する場合は、これらを含む。)
におけるマンセル値による彩度 10以上の色
によって表示される面積の割合は、立面積に
対し、5パーセント以下であること。
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屋上広告

住居系地域 

工業系地域 

商業系地域

 

 

壁面広告

 
 

住居系地域

 

工業系地域

 

 

 

商業系地域  

2　広告物等の種類ごとの許可基準 ( 条例第 11条の許可 )

野立広告（広告板、広告
塔及びサインポール）

住居系地域 
工業系地域 

(1) 1 面当たりの表示面積が 15 平方メートル以下で、
　かつ、１事業所等における表示面積の合計が 30 平方
　メートル以下であること。ただし、全ての野立広告に
　ついて１基当たりの表示面積の合計が 15 平方メート
　ル以下である場合は、１事業所等における表示面積の
　合計を 45 平方メートル以下とすることができる。
(2) 広告板の高さは５メートル以下、広告塔及びサイン
　ポールの高さは 10 メートル以下であること。

商業系地域

(1) １事業所等における表示面積の合計が30平方メー
　トル以下であること。ただし、全ての野立広告につい
　て１基当たりの表示面積の合計が15平方メートル以下
　である場合は、１事業所等における表示面積の合計を
　45平方メートル以下とすることができる。
(2) 広告板の高さは５メートル以下、広告塔及びサイン
　ポールの高さは15メートル以下であること。
(1) 表示面積は、1面30平方メートル以下であること。 
(2) 高さは、3.5メートル以下で、かつ、地上から広告
　物等を設置する箇所までの高さの4分の1以下であるこ
　と。 
(3) 個数は、建築物ごとに1個であること。 
(4) 主要構造部が耐火及び耐震等の構造である建築物そ
　の他の工作物に設置されるものであること。 
(5) 建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出てい
　ないこと。 
(1) 表示面積は、1面50平方メートル以下であること
(2) 高さは、7メートル以下で、かつ、地上から広告物
　等を設置する箇所までの高さの3分の1以下であること。
(3) 個数は、建築物ごとに1個であること。 
(4) 主要構造部が耐火及び耐震等の構造である建築物そ
　の他の工作物に設置されるものであること。 
(5) 建築物の壁面の垂直面を超えて、外側に突き出てい
　ないこと。 
(1) １壁面における表示面積の合計が 30 平方メートル
　以下で、かつ、当該壁面の面積の 4 分の１以下である
　こと。ただし、１壁面の面積が 120 平方メートルを超
　え、かつ、当該壁面の壁面広告が全て自家用広告物で
　ある場合は、１壁面における表示面積の合計を、次の
　式により算定した面積以下とすることができる。
　30＋（１壁面の面積（㎡）-120）×1/20
(2) １壁面において同一内容の広告物等の表示等を行
　うときの個数の合計は、1 個以下であること。
(1) １壁面における表示面積の合計が 50 平方メートル
　以下で、かつ、当該壁面の面積の 3 分の１以下である
　こと。ただし、１壁面の面積が 150 平方メートルを超
　え、かつ、当該壁面の壁面広告が全て自家用広告物で
　ある場合は、１壁面における表示面積の合計を、次の
　式により算定した面積以下とすることができる。
　50＋（１壁面の面積（㎡）-150）×1/20
(2)  1壁面において同一内容の広告物等の表示等を行う
　ときの個数の合計は、2個以下であること。 
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突出広告

住居系地域
工業系地域

商業系地域

電柱を利用するもの

住居系地域
商業系地域
工業系地域

住居系地域
商業系地域
工業系地域

はり紙、はり札等 住居系地域
商業系地域
工業系地域

(1) 1 事業所等における表示面積の合計は、20平方メー
　トル以下 (1 面の場合は 10 平方メートル以下 ) である
　こと。 
(2) 突出幅は、壁面から 1.5 メートル以下で、かつ、道
　路境界線から 1メートルを超えないものであること。 
(3) 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上で
　は 2.5 メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別
　のない道路上では 4.5 メートル以上であること。 
(1) 1 事業所等における表示面積の合計は、40平方メー
　トル以下 (1 面の場合は 20平方メートル以下 ) である
　こと。 
(2) 突出幅は、壁面から 1.5 メートル以下で、かつ、道
　路境界線から 1メートルを超えないものであること。 
(3) 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上で
　は 2.5 メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別
　のない道路上では 4.5 メートル以上であること。 

電柱を利用するもの (1) 表示面の大きさは、突出広告にあっては横0.6メー
　トル以下、縦1.2メートル以下で、巻付広告にあって
　は縦1.2メートル以下で、直塗広告及び貼付広告にあ
　っては幅は柱の幅以下、縦は1.2メートル以下である
　こと。 
(2) 道路面から、巻付広告又は直塗広告の下端までの高
　さは、1.2メートル以上であること。 
(3) 個数の合計は、電柱1本につき突出広告、巻付広告、
　直塗広告又は貼付広告ともに各1個であること。ただ
　し、角鉄柱において、これらを表示し、又は設置する
　場合は、当該角鉄柱の2面以内において行うことがで
　きる。 
(4) 道路面から突出広告の下端までの高さは、歩道上で
　は2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別
　のない道路上では4.5メートル以上であること。取付
　けの方向は、歩道と車道の区別のある道路では歩道側
　とし、その区別のない道路では、原則として道路境界
　線側であること。 
(1) 規格は、原則として統一することとし、表示面積の
　合計は、1面0.3平方メートル以下であること。 
(2) 個数の合計は、街灯柱1本につき1個限りとし、巻付
　広告、直塗広告又は貼付広告は表示しないこと。 
(3) 道路面から突出広告の下端までの高さは、歩道上で
　は2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別
　のない道路上では4.5メートル以上であること。 

街灯柱を利用するもの

住居系地域
商業系地域
工業系地域

(1) 表示面積は、1平方メートル以下であること。 
(2) 同一内容のものは、1か所につき2枚以下であるこ
　と。 

立看板等

住居系地域
商業系地域
工業系地域

(1) 表示面の大きさは、幅1メートル以下、長さ2メート
　ル以下で、脚の長さは0.5メートル以下であること。 
(2) 倒伏のおそれがないように固定され、表示面は、可
　能な限り垂直であること。 
(3) 信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が
　相互に交差する交差点をいう。以下同じ。)の角、道路
　標識(主要な交差点の角から10メートル以内にある道
　路標識に限る。以下同じ。)及びカーブミラーから、そ
　れぞれ10 メートル以上離れた場所に設置されるもの
　であること。 
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(1) 表示面の大きさは、幅1メートル以下、長さ2メート
ル以下で、脚の長さは0.5メートル以下であること。
(2) 倒伏のおそれがないように固定され、表示面は、可
能な限り垂直であること。
(3) 信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が
相互に交差する交差点をいう。以下同じ。)の角、道路
標識(主要な交差点の角から10メートル以内にある道
路標識に限る。以下同じ。)及びカーブミラーから、そ
れぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるもの
であること。

アーチ広告
住居系地域
商業系地域
工業系地域

住居系地域
商業系地域
工業系地域

備考
　1　「1事業所等」とは、別表第 1備考 2に規定する 1事業所等をいう。
　2　「住居系地域」、「商業系地域」、「工業系地域」又は「表示面積の合計」とは、別表第 2 第 1 項備考
　　に規定する住居系地域、商業系地域、工業系地域又は表示面積の合計をいう。
　3　「個数の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等及び既設の広告物等（いずれも条例
　　の規定による許可を要さないものを除く。）の個数の合計をいう。

(1) 表示面積の合計は、1面30平方メートル以下である
　こと。 
(2) アーチ全体の長さは、12メートル以下であること。 
(3) 設置場所は、原則として繁華街又はこれに準ずる地
　域であること。 
(1) 表示面の大きさは、幅1.8メートル以下、長さ20メ
　ートル以下であること。 
(2) 建築物の壁面に表示する個数の合計は、１壁面3個
　以下であること。 
(3) 広告幕の外周に風圧に耐える措置を講じること。 
(4) 地上から広告物等の下端までの高さは、歩道上では
　2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別の
ない道路上では4.5メートル以上であること。 
(5) 道路を横断する広告幕にあっては、信号機、主要な
　交差点の角、道路標識及びカーブミラーから、それぞ
　れ10 メートル以上離れた場所に設置されるものであ
　ること。 

広告幕
(横断幕、懸垂幕等）

表示面積は、2平方メートル以下であること。 住居系地域
商業系地域
工業系地域

広告旗
(旗、のぼり等）

塀又は垣広告
住居系地域
商業系地域
工業系地域

住居系地域
商業系地域
工業系地域

(1) 表示面積の合計は、塀又は垣のそれぞれの面の2分
　の1以下、かつ、20平方メートル以下であること。 
(2) 個数の合計は、塀又は垣の1面につき3個以下である
　こと。 
(3) 表示方向から見た場合における塀又は垣の外郭線か
　ら突出しないこと。 

気球広告 (1) 気球の直径は、3メートル以下であること。 
(2) 広告物の長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.5
　メートル以下であること。 
(3) 設置箇所から気球の上端までの垂直距離は、50メー
　トル以下であること。 
(4) 取付位置は、電線、煙突、高圧線等の施設物に接触
　しないものであること。 
(5) 広告面にネットを使用していること。 
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突出広告

住居系地域
工業系地域

商業系地域

電柱を利用するもの

住居系地域
商業系地域
工業系地域

住居系地域
商業系地域
工業系地域

はり紙、はり札等 住居系地域
商業系地域
工業系地域

(1) 1 事業所等における表示面積の合計は、20平方メー
　トル以下 (1 面の場合は 10 平方メートル以下 ) である
　こと。 
(2) 突出幅は、壁面から 1.5 メートル以下で、かつ、道
　路境界線から 1メートルを超えないものであること。 
(3) 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上で
　は 2.5 メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別
　のない道路上では 4.5 メートル以上であること。 
(1) 1 事業所等における表示面積の合計は、40平方メー
　トル以下 (1 面の場合は 20平方メートル以下 ) である
　こと。 
(2) 突出幅は、壁面から 1.5 メートル以下で、かつ、道
　路境界線から 1メートルを超えないものであること。 
(3) 道路面から広告物等の下端までの高さは、歩道上で
　は 2.5 メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別
　のない道路上では 4.5 メートル以上であること。 

電柱を利用するもの (1) 表示面の大きさは、突出広告にあっては横0.6メー
　トル以下、縦1.2メートル以下で、巻付広告にあって
　は縦1.2メートル以下で、直塗広告及び貼付広告にあ
　っては幅は柱の幅以下、縦は1.2メートル以下である
　こと。 
(2) 道路面から、巻付広告又は直塗広告の下端までの高
　さは、1.2メートル以上であること。 
(3) 個数の合計は、電柱1本につき突出広告、巻付広告、
　直塗広告又は貼付広告ともに各1個であること。ただ
　し、角鉄柱において、これらを表示し、又は設置する
　場合は、当該角鉄柱の2面以内において行うことがで
　きる。 
(4) 道路面から突出広告の下端までの高さは、歩道上で
　は2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別
　のない道路上では4.5メートル以上であること。取付
　けの方向は、歩道と車道の区別のある道路では歩道側
　とし、その区別のない道路では、原則として道路境界
　線側であること。 
(1) 規格は、原則として統一することとし、表示面積の
　合計は、1面0.3平方メートル以下であること。 
(2) 個数の合計は、街灯柱1本につき1個限りとし、巻付
　広告、直塗広告又は貼付広告は表示しないこと。 
(3) 道路面から突出広告の下端までの高さは、歩道上で
　は2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別
　のない道路上では4.5メートル以上であること。 

街灯柱を利用するもの

住居系地域
商業系地域
工業系地域

(1) 表示面積は、1平方メートル以下であること。 
(2) 同一内容のものは、1か所につき2枚以下であるこ
　と。 

立看板等

住居系地域
商業系地域
工業系地域

(1) 表示面の大きさは、幅1メートル以下、長さ2メート
　ル以下で、脚の長さは0.5メートル以下であること。 
(2) 倒伏のおそれがないように固定され、表示面は、可
　能な限り垂直であること。 
(3) 信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が
　相互に交差する交差点をいう。以下同じ。)の角、道路
　標識(主要な交差点の角から10メートル以内にある道
　路標識に限る。以下同じ。)及びカーブミラーから、そ
　れぞれ10 メートル以上離れた場所に設置されるもの
　であること。 
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(1) 表示面の大きさは、幅1メートル以下、長さ2メート
ル以下で、脚の長さは0.5メートル以下であること。
(2) 倒伏のおそれがないように固定され、表示面は、可
能な限り垂直であること。
(3) 信号機、主要な交差点(幅員8メートル以上の道路が
相互に交差する交差点をいう。以下同じ。)の角、道路
標識(主要な交差点の角から10メートル以内にある道
路標識に限る。以下同じ。)及びカーブミラーから、そ
れぞれ10メートル以上離れた場所に設置されるもの
であること。

アーチ広告
住居系地域
商業系地域
工業系地域

住居系地域
商業系地域
工業系地域

備考
　1　「1事業所等」とは、別表第 1備考 2に規定する 1事業所等をいう。
　2　「住居系地域」、「商業系地域」、「工業系地域」又は「表示面積の合計」とは、別表第 2 第 1 項備考
　　に規定する住居系地域、商業系地域、工業系地域又は表示面積の合計をいう。
　3　「個数の合計」とは、表示し、又は掲出しようとする広告物等及び既設の広告物等（いずれも条例
　　の規定による許可を要さないものを除く。）の個数の合計をいう。

(1) 表示面積の合計は、1面30平方メートル以下である
　こと。 
(2) アーチ全体の長さは、12メートル以下であること。 
(3) 設置場所は、原則として繁華街又はこれに準ずる地
　域であること。 
(1) 表示面の大きさは、幅1.8メートル以下、長さ20メ
　ートル以下であること。 
(2) 建築物の壁面に表示する個数の合計は、１壁面3個
　以下であること。 
(3) 広告幕の外周に風圧に耐える措置を講じること。 
(4) 地上から広告物等の下端までの高さは、歩道上では
　2.5メートル以上で、車道上及び歩道と車道の区別の
ない道路上では4.5メートル以上であること。 
(5) 道路を横断する広告幕にあっては、信号機、主要な
　交差点の角、道路標識及びカーブミラーから、それぞ
　れ10 メートル以上離れた場所に設置されるものであ
　ること。 

広告幕
(横断幕、懸垂幕等）

表示面積は、2平方メートル以下であること。 住居系地域
商業系地域
工業系地域

広告旗
(旗、のぼり等）

塀又は垣広告
住居系地域
商業系地域
工業系地域

住居系地域
商業系地域
工業系地域

(1) 表示面積の合計は、塀又は垣のそれぞれの面の2分
　の1以下、かつ、20平方メートル以下であること。 
(2) 個数の合計は、塀又は垣の1面につき3個以下である
　こと。 
(3) 表示方向から見た場合における塀又は垣の外郭線か
　ら突出しないこと。 

気球広告 (1) 気球の直径は、3メートル以下であること。 
(2) 広告物の長さは15メートル以下で、かつ、幅は1.5
　メートル以下であること。 
(3) 設置箇所から気球の上端までの垂直距離は、50メー
　トル以下であること。 
(4) 取付位置は、電線、煙突、高圧線等の施設物に接触
　しないものであること。 
(5) 広告面にネットを使用していること。 
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別表第 4( 第 11 条関係 )　　
　　　条例第 14条第 5項から第 9項までの許可の基準

区分 基準
条例第第14条第5項(自家用広
告物等)

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 別表第3第2項広告物等の種類ごとの許可基準に適合している
　こと。 
(3) 表示面積の合計は、1事業所等につき30平方メートル以下(個
　数が1個の場合は、20平方メートル以下)であること。ただし、条
　例第9条第1項第2号から第4号まで及び同項第7号の地域において
　は、10平方メートル以下であること。
(4) 電光表示広告物の表示面積の合計（表示しようとする電光表示
　広告物の表示面積及び許可を受けた既設の電光表示広告物の表示
　面積を合算したものとする。）は、1事業所等につき5平方メー
　トル以下であること。 

条例第第14条第6項(軌道車両
に表示される広告物)

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 左右の側面のみに表示し、それぞれの側面における表示面積の
　合計(表示しようとする広告物の表示面積及び許可を受けた既設
　の広告物の表示面積を合算したものとする。) は、10平方メート
　ル以下であること。ただし、軌道車両の管理者が、表示される広
　告物について一定の審査手続を行う等、市長が特に認める場合は、
　この限りでない。

道標柱

道標板

案内図板

条例第第14条
第7項(案内広告
物等)

(1) 表示面積は、1個につき0.5平方メートル以下であること。 
(2) 高さは、1.5メートル以下であること。 
(1) 表示面積は、1個につき0.3平方メートル以下であること。 
(2) 高さは、2メートル以下であること。 
(1) 表示面積は、1個につき5平方メートル以下であること。 
(2) 高さは、2.5メートル以下であること。 

条例第14条第8項(公益上必要
な施設等における広告物等) 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 別表第3第2項広告物等の種類ごとの許可基準に適合しているこ
　と。 
(3) 1面当たりの表示面積が2平方メートル以下で、かつ、1か所に
　おける表示面積の合計が4平方メートル以下であること。 
(4) 高さは、2.5メートル以下であること。 
(5) マンセル値による彩度10以上の色によって表示される面積の合
　計が、1か所における表示面積の合計の3分の1以下であること。 
(6) 個数の合計は、1施設又は1物件につき2個以下であること。た 
　だし、市長が特に認める広告物等については、この限りでない。 
(7) 車両を運転する者から視認することのできる電光表示広告物で
　ある場合は、15秒以上静止した映像のみを表示するものであるこ
　と。 
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 別表第3第2項広告物等の種類ごとの許可基準に適合しているこ
　と。 
(3) 表示面積は、1面2平方メートル以下、1建築物又は1工作物にお
　ける合計が5平方メートル以下、1施設につき20平方メートル以下
　で、かつ、個数の合計は、10個以下であること。ただし、公共的
　な取組を行う者が、表示され、又は設置される広告物等について
　一定の審査手続を行う等、市長が特に認める場合は、この限りで
　ない。 
(4) 車両を運転する者から視認することのできる電光表示広告物で
　ある場合は、15秒以上静止した映像のみを表示するものであるこ
　と。 

条例第14条第9項(公共的な取
組に係る広告物等) 
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備考
　1　「1 事業所等」又は「電光表示広告物」とは、別表第 1 備考に規定する 1 事業所等又は電光表示
　　広告物をいう。
　2　「表示面積の合計」とは、別表第 2第 1項備考 6に規定する表示面積の合計をいう。
　3  「マンセル値」とは、別表第 3第 1項備考 6のマンセル値をいう。 
　4  「個数の合計」とは、条例第 14 条第 8 項又は第 9 項の規定により許可を受け表示し、又は設置
　　される広告物等の個数の合計をいう。 
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別表第 4( 第 11 条関係 )　　
　　　条例第 14条第 5項から第 9項までの許可の基準

区分 基準
条例第第14条第5項(自家用広
告物等)

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 別表第3第2項広告物等の種類ごとの許可基準に適合している
　こと。 
(3) 表示面積の合計は、1事業所等につき30平方メートル以下(個
　数が1個の場合は、20平方メートル以下)であること。ただし、条
　例第9条第1項第2号から第4号まで及び同項第7号の地域において
　は、10平方メートル以下であること。
(4) 電光表示広告物の表示面積の合計（表示しようとする電光表示
　広告物の表示面積及び許可を受けた既設の電光表示広告物の表示
　面積を合算したものとする。）は、1事業所等につき5平方メー
　トル以下であること。 

条例第第14条第6項(軌道車両
に表示される広告物)

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 左右の側面のみに表示し、それぞれの側面における表示面積の
　合計(表示しようとする広告物の表示面積及び許可を受けた既設
　の広告物の表示面積を合算したものとする。) は、10平方メート
　ル以下であること。ただし、軌道車両の管理者が、表示される広
　告物について一定の審査手続を行う等、市長が特に認める場合は、
　この限りでない。

道標柱

道標板

案内図板

条例第第14条
第7項(案内広告
物等)

(1) 表示面積は、1個につき0.5平方メートル以下であること。 
(2) 高さは、1.5メートル以下であること。 
(1) 表示面積は、1個につき0.3平方メートル以下であること。 
(2) 高さは、2メートル以下であること。 
(1) 表示面積は、1個につき5平方メートル以下であること。 
(2) 高さは、2.5メートル以下であること。 

条例第14条第8項(公益上必要
な施設等における広告物等) 

(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 別表第3第2項広告物等の種類ごとの許可基準に適合しているこ
　と。 
(3) 1面当たりの表示面積が2平方メートル以下で、かつ、1か所に
　おける表示面積の合計が4平方メートル以下であること。 
(4) 高さは、2.5メートル以下であること。 
(5) マンセル値による彩度10以上の色によって表示される面積の合
　計が、1か所における表示面積の合計の3分の1以下であること。 
(6) 個数の合計は、1施設又は1物件につき2個以下であること。た 
　だし、市長が特に認める広告物等については、この限りでない。 
(7) 車両を運転する者から視認することのできる電光表示広告物で
　ある場合は、15秒以上静止した映像のみを表示するものであるこ
　と。 
(1) 別表第3第1項共通許可基準に適合していること。 
(2) 別表第3第2項広告物等の種類ごとの許可基準に適合しているこ
　と。 
(3) 表示面積は、1面2平方メートル以下、1建築物又は1工作物にお
　ける合計が5平方メートル以下、1施設につき20平方メートル以下
　で、かつ、個数の合計は、10個以下であること。ただし、公共的
　な取組を行う者が、表示され、又は設置される広告物等について
　一定の審査手続を行う等、市長が特に認める場合は、この限りで
　ない。 
(4) 車両を運転する者から視認することのできる電光表示広告物で
　ある場合は、15秒以上静止した映像のみを表示するものであるこ
　と。 

条例第14条第9項(公共的な取
組に係る広告物等) 
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備考
　1　「1 事業所等」又は「電光表示広告物」とは、別表第 1 備考に規定する 1 事業所等又は電光表示
　　広告物をいう。
　2　「表示面積の合計」とは、別表第 2第 1項備考 6に規定する表示面積の合計をいう。
　3  「マンセル値」とは、別表第 3第 1項備考 6のマンセル値をいう。 
　4  「個数の合計」とは、条例第 14 条第 8 項又は第 9 項の規定により許可を受け表示し、又は設置
　　される広告物等の個数の合計をいう。 




